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データベースは、我が国の情報化の進展上、重要な役割 を果たす もの と期待 され てい る。

今後、デー タベースの普及により、わが国において健全な高度情報化社会の形成が期待 さ

れ る、

さらに海外に対 して提供可能なデー タベースの整備は、国際的 な情報化への貢献お よび

自由な情報流通の確保の観点か らも必要である,し か しなが ら、現在わが国で流通 してい

るデー タベースの中でわが国独 自のものは1/3に しかす ぎないのが現状であ り、わが国

独 自のデー タベースの構築お よびデータベース関連技術の研 究開発を強力に促進 し、デー

タベースの拡充を図 る必要がある.

このような要請 に応 えるため、(財)デ ータベース振興センターでは 日本 自転車振興会

か ら機械工業振興資金 の交付を受けて、データベースの構築お よび技術開発について民間

企業、団体等に対 して委託事業を実施 している.委 託事業の内容は、社会的、経済的、国

際的に重要で、また地域および産業の発展の促進に寄与す ると考えられてい るデー タベー

スの構築 とデータベー ス作成の効率化、流通の促進 、利用の円滑化、容易化な どに関係 し

た ソフ トウェア技術 ・ハー ドウェア技術である一

本事業の促進 に当たって、当財団に学識経験者の方々で構成 され るデー タベース構築 ・

技術開発促進委員会(委 員長 東海大学教授 上條史彦氏)を 設置 している.

この 「自治体議事録のSGMLデ ー タベース化 と情報検索ブラウザ機能開発」は平成8

年度のデー タベースの構築促進お よび技術開発促進事業 として、当財団が株式会社会議録

研究所に対 して委託実施 した課題の一つである一この成果が、データベースに興味をお持

ちの方々や諸分野の皆様方のお役に立てば幸いである,

なお、平成8年 度データベースの構築促進お よび技術開発促進事業で実施 した課題 は次

表の とお りである、

平成9年3月

財 団法 人 デ ー タベ ー ス振 興 セ ンター



平成8年 度 デー タベース構築 ・技術 開発促進委託課題

分 野 課 題 名 委 託 先

1報 道写真 を中心 とした商用デジタル写真デー ㈱毎日新聞社
タベ ース構築

2WWWに よる医薬情報全文検索データベース 日本電子計算㈱
社 会 の構築 と利用 者Q&Aデ ー タベ ースシステ ム

の構築

3生 活博物 史デー タベース ・プロ トタイプの構 ㈱NHK情 報 ネ ッ トワー ク

築

4信 濃毎 日新聞記事データベースの構築 信濃毎日新聞㈱

5患 者投薬時に交付する服薬等指導文書のデー ㈱YS企 画
タベース構築

中小企業振興
地域活性化

6自 治体議事録のSGMLデ ータベース化 と情

報検索ブラウザ機能開発

㈱会議録研究所

7全 国ベ ンチ ャー支援機 関のネ ッ トワー ク化 に ㈱ 日本 インテ リジェ ン トト

よる起業化支援 デ ー タベ ースの プロ トタイプ ラス ト

構築
8イ ン ターネ ッ トを用 いた イベ ン ト情報 サ ービ (社)日 本 イベ ン ト産業振

ス 興協会

9デ ー タベ ー ス ク リ ア リ ン グ サ ー バ の プ ロ ト タ セ ン トラル開発㈱

イブの作成 情報図書館RUKIT

10中 堅 ・中小 企業向 け顧 客 デー タベース利用 ソ ㈱ 日経 リサーチ

フ トの プロ トタイ プ作成
技 術

11写 真 デー タベ ースへの感性 か らの接 近 に関す ㈱ 中日新聞社

る調査研究

12イ ンターネ ッ ト上 の情報 オブ ジェ ク トを利 用 ㈱新世代 システムセ ン ター

した高信頼アプリケーション開発技術に関す
る調査研究
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1概 要

1.1目 的

1.1.1目 的

ペ ーパ ー レス化 とイ ンター ネ ッ トの活 用 を き っか け として 、全世 界 的 に情 報 ネ ッ トワー

ク に よ っ て 業 務 を進 め る ヴ ァー チ ャル 組 織 化 が進 展 して きた 。 そ ん な 中 で 「CALS

(ContinuousAcquisitionandLife-cycleSupport/CommerceAtLightSpeed)」 が提 唱

され 、様 々 な分野 にお いてCALS導 入 の検討 が進 め られ てい る。 そ の 中の キー ワー ドが

文 書情報 管 理 体系 であ る 「SGML(StandardGeneralizedMark-upLanguage)」 で あ

る。

これ まで文 書 デー タのデー タ交 換基 準 は 、MS-DOSテ キス トフ ァイ ル等 プ レー ンな

デ ー タフ ァイル で しか なか った。 つ ま りそ の文 書デ ー タの 中身 ・構 造 を体 系化 してデ ー タ

を管理 す る手 法は な く、デ ー タベ ー ス的 発想 での文 書デー タ交換基 準 は存 在 して い なか っ

た 。 そ こ で生 まれ て きた もの が こ の 「SGML」 であ り、文 書デ ー タ構 造 定 義 ま で含 まれ

た このSGMLフ ァイ ル に よ り、異機 種 間 のデ ー タ交換や 文 書デ ー タのデ ー タベ ー ス化 ・

マ ル チ メデ ィア展開 を容 易 にす る こ と とな り得 た。

SGMLは このCALSの 進 展 とと もにそ の実用化 が進 み 、航 空機 ・軍 事 分 野 の 作業 マ

ニ ュアル や 学 会論文 な ど大量 文書 の管理 運 用 にそ の利点 が あ り、米 国 ・欧州 を 中心 に多 分

野 にわ た って 、その導 入 は進 展 してい る。

国 内 にお い て も このCALS・SGML推 進 の ため に、 民間分 野 で は 通 産省 が 今年 度 の

実証 実験 と して26業 種 の プ ロジ ェ ク トに補 助金 を交付 、 またCALS技 術 組 合 の活動 に

よって 、CALSの 業 界標 準 づ く りが進 展 してお り、SGML活 用 のた め の 業界 標 準DT

D(DocumentTypeDefinition:文 書型 定義)の 設 計 も急 がれ てい る状 況 にあ る。

これ に対 して 中央省 庁や 地 方 自治 体 な ど行 政機 関 にお い て は、平 成6年12月 に閣議 決

定 され た 「行 政情 報化 推進 基 本 計 画」 に基 づ き、行 政改 革 ・情 報公 開 に対応 す べ く、 平成

9年 度 内検 討 完 了を 目標 に作 業 が進 め られ て い る。(平 成9年1月 ス ター トした 中央省 庁

ネ ッ トワー クで ある 「霞 が 関WAN」 は、そ のた めの イン フ ラ整備 の第1ス テ ップ で あ る。)

しか し現 状 は文 書管 理 にお い てSGMLを 導入す る とい う方 向性 は示 され な が らも、 各

行 政 文 書情 報分 野 毎のDTD検 討 な どは具 体化 してお らず 、そ のDTD等 の提 唱 が待 たれ

てい る状 況 に あ る。
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弊社はこれまで各 自治体 ・団体等 の議会議事録の速記 ・デー タおこ し等の編集か ら、議

事録印刷や議事録検索 システ ムの提供 を通 じて、議会議事録の分野 においては蓄積 された

ノウハ ウがあ り、行政機 関のSGML化 の流れに対 して、議会議事録文書デー タのSGM

L化 について、今 回その研究開発 を行い、議会議事録分野 の標準DTDや その文書管理運

用 に関して提唱す ることを 目的 と考 える。

1.1.2地 方 自治体における議会議事録の現状

議会議事録 とは、地方 自治法等の法律に基づき、議会運営内容のあ りのままを記録 と し

て残 して公表する とい う目的か ら存在す るものであ り、ほとん どの議会においてその調製

を行っている。(全 国の都道府県お よび市町村等の地方 自治体お ける総議 会数:2571

議会の中で、全文記録によって調製 しているところは2446議 会(95.1%)で ある。)

また従来、議会議事録 とは速記者 による速記法による調製が主体であったが、現在はテー

プ録音 した結果を逐語的に全文 を議事録調製す るものが主体へ と変化 してきた。

表1-1.地 方 自治体におけ る議事録調製方法の状況

速記法による議事録調製

テープ録音 による議事録調製

59議 会

2387議 会

241%

9759%

これ らの結果は、行政機 関の リス トラ策の結果の一環であると考え られ 、特殊技術者 で

ある速記者を 自治体 自らが配 さず 、議会議事録の コンテ ンツに関す る速記 ・翻訳作業の外

部委託が進展 していることと考え られ る。現に外部委託の比率は次のよ うな結果が示 され

ている。

表1-2.テ ープ録音による議事録調製議会(2387議 会)に おける内部対応お よ

び外部委託の比率

テープ速記および反訳作業の内部対応

テープ速記および反訳作業の外部委託

844議 会

1543議 会

3536%

6464%

また制作 された議事録にっいて、 自治体の議会事務局に保管 され ることは もちろんであ

るが、対外的に配布 されている状況は次のとお りである。
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表1-3.議 事録の対外配布 の状況

対外配布する 議会議員等の関係者に配布 している 867議 会 33.72%

地区公 民館等へ住民閲覧用に も配布 し

ている

199議 会 7.74%

しない 議会議員等の関係者に配布 していない 1704議 会 66.28%

このよ うな結果か ら、現状 の議会議事録 とは、記録 を残 して議会事務局によって保管を

す るとい う目的で捉 えられている自治体が2/3を 占めている とい う結果が見受 けられ る。

しか し、 自治体の情報公開ニーズの高ま りの中で、市民オ ンブズマ ン活動 な どが各地で発

足 してい く状況 にお いて、議会議事録 の 目的 も記録に残す ものか ら、一般 に公表す るもの

へ と変化 することが求 め られ てくると考 えられる。その一環 として一部の議会 では、議会

として独 立 したインターネ ッ トホームページを開設 してい る自治体 も生まれは じめ(埼 玉

県議会 ・北海道標茶町議会な ど)、 マルチメデ ィア時代の流れの中で、多様な形態での議

会議事録 の公表が進 んでいくことと考えられる。

また議事録の コンテ ンツ制作に関す る外部委託が これだけの比率で進展 してい くとい う

ことは、議会議 事録の文書情報について、標準 となるその文書管理体系を示 しておかな く

ては、各々の議会毎 に異なった形態 ・体系での議事録制作が進んで しまい、議会議事録 の

あ り方が不明確 となって しま う恐れ もある。他 の行政文書が統一 した形態 での文書管理 が

進展 してい く中で、議会議事録のみ これ とは逆行 した形態 で進展 しま うことは、行政情報

化 の目的に反す るこ とであ り、今 こそ議会議事録の標準仕様 を誰かが提唱 しな くてはな ら

ない状況 にある。

これ らの背景を検討 する と、議会議事録の印刷+マ ルチメデ ィアによる情報発信 、議会

議事録 の文書構造標準体系の整備 とともに、SGMLに よる文書管理体系整備が間違 いの

ない方向性 であ り、今回の事業の重要性が改めて確認 された こととなる。

[※ データ出典:「 地方議会人」(平 成8年3月 号)]

1.1.3地 方 自治体における議会議事録および文書情報化 に関す るアンケー ト調査

結果

今回の事業 を進 めるにあたって、次の点を検証す るために全 国の地方 自治体の議会事務

局お よび企画 ・情報 システム部門に対 してアンケー ト調査を弊社では実施 した。
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● 「地方 自治体にお ける行政情報化 が どの ように進展 しているのか。」

● 「地方 自治体にお ける行政情報化 の捉 え方 と興味は どの程度なのか。」

● 「マルチメディア化に対 して どの程度着手 しているのか。」

● 「SGML化 について どの ように考えているのか。」

(A)議 会事務局に対す るアンケv-一一ト調査結果(協 力:117自 治体)

①議会事務局においてイ ンターネ ッ トに接続 していますか?

表1-4.イ ンターネ ッ ト接続状況

接続 している 30自 治体 25.64%

現在検討 している 57自 治体 48.72%

まった く考えていない 30自 治体 25.64%

② イ ン ター ネ ッ トホ ー ムペ ー ジ作成 にっ いて どの よ うに考 えてい ます か?

表1-5.ホv-一 ーームペ ー ジ作成 状 況

ホームペー ジはすでに完成 してい る 7自 治体 5.98%

これか ら作成す る予定 23自 治体 19.66%

庁内職員で作成する予定 9自 治体 7.69%

まった く考えていない 78自 治体 66.69%

③議会情報をインターネ ッ トに掲載す るこ とを考 えていますか?

表1-6.議 会情報公 開の意識状況

議会の仕組みや活動内容 にっいて

4ヶ 月に1回 程度の更新 で掲載 したい

0自 治体 0.00%

将来的に議会情報を掲載 していきたい 22自 治体 18.80%

そこまで考 えていない 95自 治体 81.20%
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④公文書についてその文書デー タを保存 しています か?

表1-7.文 書 の保 存状 況

文書管理体系を整備 して全庁的に保管 している 11自 治体 9.40%

各セクション毎に保管は任せている 100自 治体 85.47%

今後文書デー タ保存 を指示 してい く考えである 6自 治体 5.13%

⑤SGMLと い う文書管i理体系を知っていますか?

表1-8.SGMLの 認識 状況

まった く知 らない 101自 治 体 86.32%

研修会を通 じて話は聞いている 14自 治 体 11.97%

通達文書によ り知 らされている 2自 治体 1.71%

議会事務局 における情報化進展の状況を図る指針 として、イ ンターネ ッ トの活用方法 と

文書データの保存にみ る文書管理体系の整備状況 について検証 を行 った。。

まずイ ンターネ ッ ト活用状況は、住民か らの情報公開のニーズの高 まりもあって、①の

結果にあ るように75%弱 の 自治体において、イ ンターネ ッ ト接続 について実施 も しくは

検討 中とい う回答が得 られ たが、② のホー ムペー ジの開設 については約2/3が 開設を考

えていない とい う消極的な回答であった。 これはホームペ ージを開設するた めの コンテン

ツ編集作業が手間であると考 え、新たな原稿作成やデー タ作成等の多 くの作業工数が発生

し、それ らを予算化 しての内部制作も しくは外部委託が難 しい とい う判断の結果 ではない

か と推測 され る。また③の議会情報のホームペー ジ開設について も、す ぐに対応 したい と

い う回答が0件 であった ことから、定期的な情報更新の手間が発生す るとい う懸念か らの

結論で あると推測 され る。

そ して文書管理体系 についても、④ の結果にあるように各セクシ ョン ・担 当者 に任せて

あるとい う回答が85%強 であることから、全庁的な文書管理基準はほとん どの 自治体に

おいて定め られていない と考えられる。 これに より多くの 自治体において、部門間の文書

交換や担当者交代時の引継業務な どが非効率的状況であると推測 され る。

これ らの結果は、⑤ のSGMLの 知識に関す る回答が意味す る ところであ り、86%強

の 自治体でSGMLが まった く知 られ ていない状況であることか ら、SGML導 入による
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文書管理の効率化、議会議事録デー タの様 々な情報 メデ ィアへの展 開などそのメ リッ トが

自治体の議会事務局の現場において理解 されていない現状では、 これ らアンケー ト各項 目

の結果もいた しかたない ことである と考え られ る。

(B)企 画 ・情報 システム部門に対す るアンケー ト調査結果(協 力:77自 治体)

①庁内LAN構 築はなされていますか?

表1-9.LAN構 築状況

LAN構 築をされている 25自 治体 32.47%

LAN構 築を計画 してい る 38自 治体 49.35%

LAN構 築は考 えていない 14自 治 体 18.18%

② イ ン トラネ ッ ト構 築 につ いて どの よ うに考 えて い ます か?

表!-10.イ ン トラネ ッ ト構 築 状況

現在構築検討中である 13自 治 体 16.88%

構築はまだ考えていない 22自 治体 28.57%

勉強 中である 42自 治体 54.55%

③ イ ン ター ネ ッ トに接 続 して い ます か?

表1-11.イ ン ター ネ ッ ト接 続 状 況

接続 してい る 37自 治 体 48.05%

現在検討 してい る 39自 治体 50.65%

まったく考 えていない 1自 治体 1.30%
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④インターネ ッ トホームペー ジ作成について どのよ うに考 えています か?

表1-12.イ ン ター ネ ッ ト接 続 状況

ホームペー ジはすでに完成 してい る 35自 治体 45.45%

業者委託して作成する予定 8自 治体 10.39%

庁内職員で作成する予定 8自 治体 10.39%

まった く考えていない !自 治体 1.30%

必要性はある と考 えてい る 25自 治体 32.47%

⑤公文書についてその文書デー タを保存 しています か?

表1-13.公 文 書 の保 存 状 況

文書管理体系 を整備 して全庁的に保管 している 3自 治体 3.90%

各セ クシ ョン毎 に保管は任せている 68自 治体 88.31%

今後文書デー タ保存を指示 していく考えである 6自 治体 7.79%

⑥SGMLと い う文書管理体系を知っていますか?

表1-13.公 文 書 の保 存 状 況

まった く知 らない 59自 治体 76.62%

研修会を通 じて話は聞いてい る 18自 治体 23.38%

通達文書によ り知 らされている O自 治体 0.00%

自治体の企画部門 ・情報 システム部門における情報化進展の状況 を図る指針 として、議

会事務 局において確認 した2点 以外 に庁 内LAN(LocalAreaNetwork)お よびイ ン トラ

ネ ッ トの構築状況についてを判断基準に加 えてみた。

まず庁内LANお よびイン トラネ ッ トの構築状況 については、① の結果にもあ るよ うに

情報インフラの整備が各 自治体において進展 していることか ら、庁内LANは 約1/3の

自治体 において整備済みの よ うであ る。 しかし②の結果を見る とLANは 構築 されなが ら

も、イン トラネ ッ ト整備 については明確に整備済みであるとの回答は得 ることができず、

現在検討 中とい う回答 も17%弱 とい う状況である。
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本来LANの 整備 とイン トラネ ッ トによる情報 システムによる業務運用は同様のステ ッ

プで進行 していくべきものであるが、自治体の現状において情報インフラ整備 のみ先行 し、

運用体制 の整備がそれに追いついていない とい う状況にあると推測 され る。

これは⑤ の文書管理体系に関す る回答 にも表れてお り、全庁的な文書管理体系が整備 さ

れ ている自治体が4%弱 とい う結果 か ら、イ ン トラネ ッ トを整備す るために必要 となる要

件 が未整備であることか ら、その実施 が進行 していないことと考えられ る。

イン トラネ ッ トを整備 してい くためには、次の2点 がポイン トとなる と考 えられ る。1

っはこの文書管理体系整備である。文 書のフォーマ ッ トを標準化 して、庁 内にお いて文書

交換が容易 にな り、その文書が他の部 門においても 自ら作成 した文書 と同様に活用で きる

ことが 目標 となる。 またも う1点 は業務進行の規則 ・基準策定である。 ある業務 は どの よ

うな担 当者 を通 じて最終決裁 に至 るのか、誰が責任者で誰の内容確認 を得 る必要 があるの

か とい う決 ま り事を整備す ることである。

自治体はその組織的な業務運営か ら後者 にっいて は、規則基準が民間企業以上 にきちん

と整備 され ている。 しか し前者 の文書管理 にっいてはパ ソコンによる電子データ化 は進 ん

ではいるものの、文書作成基準が明確 ではないこ とか ら、各々が 自分な りの文書作成 を行っ

て しまっていると推測 され る。 そこで この文書作成基準の策定 とい うことか らも、文書構

造 を明確に定義するSGMLに よる文書デー タ保存の有効性はあると考え られ る。
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1.2地 方 自治体にお ける文書情報化のあ り方

1.2.1行 政 改革 と文 書 情報化

ここ数年 、行政機関の効率化 とス リム化 による行政改革 の実現が、ニュー ジー ラン ドや

アメリカな どの先行事例 と対比 して、 日本 国内においてもその具体 的な方策が議論 され始

めてい る。 これに対 して政府 では、平成6年12月25日 の閣議決 定によって 「行政情報

化推進基本計画」 を提唱 し、中央省庁お よび全 国の地方 自治体に対 してその早期実現 を求

める指針 を示 した。

この基本計画 では 「行政の情報化 とは、行政の事務 ・事業お よび組織に通ず るシステム

を改革す るための重要な手段 として位 置づ ける。」 と定義 されてお り、国民等 に対す る行

政サー ビスの高度化 と行政事務の高度化 ・効率化を情報 ・通信 シス テム基盤 の整備 によっ

て実現す るため、情報化推進のための組織的 ・人的基盤の充実、予算お よび調達 の改善を

行 うとい う内容のものである。

これ までの行政改革の方向性 とは、行政機 関内部の効率化のみ を議論 していれば良い状

況であったが、インターネ ッ トによる情報公開や 申請業務 の電子化 ・オンライ ン化な ど情

報化イン フラの発展整備 に伴 って、我 々国民等 とのや りとりまでも考慮 に加 えなけれ ば、

総合的な情報化 に至 らないことか ら、今回の行政情報化推進基本計画の中にもこの点が盛

り込 まれ ている。

具体的な 「行政情報推進基本計画」の内容 は次のよ うな点にある。

(A)国 民等に対する行政サー ビスの高度化

①情報提供サー ビス等の高度化

・ペー ジものの情報提供の便宜性

・白書等のCD-ROM等 に よる民間への提供

・情報提供窓 口の一元化等のための制度の見直 し

②行政手続等の迅速性 ・高度化

・行政手続 について
、事案審査等行政機関内部の事務処理を効率化す る情報システム

の整備 に合わせ、申請 ・届出 ・報告 ・相談等の電子化 ・オンライン化 を推進。電子

的縦覧 ・閲覧の推進
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・各種許認可等の事務手続について、 「紙」に よる事務処理 を代替す る技術の進展等

を踏まえっっ、情報 ・通信技術 を活用 した申請 ・届出等 を行 えるよ うにす るための

各種許認可等に係 る諸規程類 の見直 しの推進

・ワンス トップサー ビス、24時 間役所 を目指す調査研究

(B)行 政事務の高度化 ・効率化

①意思伝達、事務処理の高度化

・行政事務処理に伴って発生す る情報の広範な電子化を行 うとともに、一般行政事務

における文書の作成 ・保管 ・伝達等の事務処理 にっいて、情報 システム化 を推進

・各省庁文書管理規則 にっいて、施行文書の公印の省略、電子的決裁方式の導入、セ

キュ リテ ィの確保 の検討 を進 めつっ、逐次見直 しを進める。

・官庁会計事務 、人事 ・給与関係事務等に係 る文書等 、 「紙」に よる保管 ・提出が義

務づけられている文書にっいて、これ ら事務 の情報 システム化に合わせ て、その電

子化 を図ることとし、これに必要 な制度面の見直 しを進める。

・省庁間の情報の共有化のための標準化 、省庁間電子文書交換 システムの整備等

②行政情報の総合利用

・デー タベースの省庁間利用

・省 際行政事務に係 る情報について、関係省庁間の調整 を図 りつつ、共同利用できる

デー タベース としての整備 の推進

(C)情 報 ・通信システム基盤の整備

①情報 ・通信 システムと執務環境の高度化

・パ ソコン等1人1台 環境の整備

・施設のイ ンテ リジェン ト化な ど執務環境 の整備

・分散処理、マルチメデ ィアな ど新技術 の普及 、積極的活用お よびオープンシステム

化の推進

・情報の総合利用を行 うための標準化

②通信 ネ ッ トワークの高度化

・LAN/WAN(WideAreaNetwork)の 整備

・行政機 関のネ ッ トワーク化 と地方公共団体、民間等 との情報交換手段の確保
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これ らの点を踏まえ平成8年6月18日 には、行政情報 システム各省庁連絡会議幹事会

において 「白書等デー タベースの統一的な仕様」が了承 され 、行政情報の 中で 「白書 ・年

次報告書 ・調査研究報告書お よび これに類す る文書」を対象に、文書デー タのSGML化

の提唱が行 われ、これに関す る標準DTDが まとめられ示 された。

これ によ り行政情報 の文書デー タは他分野に関しても、体制 がされ次第SGML化 を推

進 してい くことと考え られ、今回の事業テーマである 「議会議事録」に関 しても、その文

書構造が定型化できることか ら、SGML文 書化 の対象 とな るとも判断 され る。

またこれ らの情報化事業は各 自治体 において早急に対応 しなければな らないこ とが 「高

度情報通信社会推進本部 制度見直 し作業部会報告書(平 成8年6月)」 か らみて とるこ

とができる。

この報告によると、書類の電子デー タによる保存お よび申告 ・申請手続の電子化 ・ペー

パー レス化の双方 ともに、 「平成8年7月 か ら速やかに着手 し、民間事業者等か らの要望

の強いもの等優先順位 を考慮 しっつ、できる限 り速やかに実施す るもの とし、特に周到な

検討を要す る場合 も、平成9年 度末までには検討 を完了 し、できる限 り速やかに所要の措

置(法 改正が必要なものについては、法案 を提出)を とる。」 とまとめ られている。

これ によると平成10年 度以降、具体的な電子文書に よる行政事務 の推進が始まること

と考え られ るこ とか ら、これ に合わせて今回議会議事録のSGML化 に関す る提唱は、そ

の有効性が高 いことと考え られ る。

以上の よ うな点か ら、中央省庁および地方 自治体 ともに、行政改革、つ ま り業務の リ ・

エ ンジニア リングを実施す るために、SGML化 による行政情報化 は間違いのない方向性

であると考え られ る。

1.2.2自 治 体文 書 情 報 シス テ ム化 の あ り方

自治体 をは じめ とした文書情報システム構築お よび運用 のコンセプ トは 「OneSourse

MultiUse」 である。自治体内部においてもせっかくパ ソコン等の情報化機器を導入 しなが

ら、活か しきれ ていない場面が多々見受け られ る。

例 えば住民か ら申請 された 申請案件 について、 ワープロで制作 された 申請書を 「紙」に

て受領 して、それ を担 当課員がその内容を見なが ら、あらためて 自らのパ ソコンにその申

請 内容 を入力 し直 している。 また庁内LANで 配信 された文書をすべての人が端末 を持っ

ていない ことか ら、 「紙」へ印字 出力 し、それ を課内担 当者すべてに配布 している。
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これ らの点は情報システム化 によって期待す る利 点である、ペーパー レス化 ・データ共

有化に反す ることとなるはずである。

そこで 自治体文書情報 システムの構築にあたっては、各 自治体 において定型化 され た汎

用情報管理システムに業務 を合わせ て利用 してい くのではなく、自らの業務分析 を充分 に

行い、担 当者は誰であって、決裁権 は誰にあって、その文書が どの よ うな経路を辿ってい

くのか、最終的にその文書が どの ような形になっていくのかな どを知 った上でのシステム

設計でなければ本当に活用 され る情報 システムにはな り得 ないはずである。

これ らの作業を行 うことによって、その情報の中身である各種文書情報の構造、っま り

SGML・DTDも 明確になって くるはず である。 これによ りSGML導 入が容易になっ

て くるはずなのである。 また 自治体業務 とは、各 自治体 ともに同様 の業務形態 を とってい

ることと考え られ ることか ら、DTDも 共通利用できるケースが多い ことと考え られ る。

そ こで 自治体文書情報 のSGML化 の指針 となる分野毎のDTD設 計をある機関が全国の

自治体業務 を分析 して行 うこ とによって、 自治体文書のSGML化 が容易に早 く進展す る

ことと考 えられ る。今回の議会議事録DTD設 計 もその一助 となれば と弊社では考 えてい

るが、他分野に関 して も同様 に進展す ることを望む ものである。

SGMLと は文書共有化が 目的である。 もし自治体間において文書交換が必要 となる際

に、各々の 自治体においてDTDが 異 なるケースが発生 した場合、 これ では情報交換 が難

しく、全国規模での行政情報化 とい うテーマ もまったく意味をなさな くなって しま う。 こ

の点か らも自治体文書DTDの 統一仕様整備は重要であると考え られ る。

1.2.3議 会議 事 録 にお け る情 報 シス テム化 のあ り方

議会議事録の現状は前述の とお り、テープ録音 した結果の反訳作業に よって議事録 とい

う印刷物が生まれ、その議事録 とい う印刷物 によって、保管 ・管理 ・検索などが行われて

い るのが一般的である。

積極的な 自治体においては、議 事録 のコンテンツデー タを印刷物 とともに活用 し、議事

録用文書検索システムを導入 して、そのシステムの全文検索エ ンジンによって、キー ワー

ド検索を行って、以前の議事録 内容 か ら必要な部位 を抽 出す る とい う作業にそれ を活用 し

ている。(弊 社 においても会議録検索システムrVOICES」 を全 国の 自治体に対 して

提案 し、導入実績 も多数あ り。)
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しか しこれ らのシステム化 で想定 されているものは、議 会事務局に よる議事録 の検索 と

い う点に的が絞 られてお り、現在叫ばれている情報公 開に対応 した一般市 民が議事録 内容

を活用できるシステム化やインターネ ッ トによる議事録デー タの公 開な どの面については、

検討が行 われていない状況にある。

一般市民の議会議事録検索の場面を想定すると
、例 えばある地域 開発事業があった場合

に、そのテーマに関す る議会 にお ける議論の進展状況を見 るの と同時に、その事業に関す

る今年度 の予算状況や 開発事業 の事業概要な ど、会計部門や担 当部 門に所蔵 され る他の関

連文書 もこれに リンク させて情報検索 したい とい うニーズが高いはず である。 これ らはイ

ンターネ ッ トの技術 によって、自治体側においてこのよ うな情報公 開 と関連情報の リンク

を貼 っていれ ば実現は可能なはずである。

このよ うな中で他 の一般文書がSGML化 され ていく流れの 中で、議会議事録 もこれに

合わせていかなくてはならないことか らも、行政情報化 の進展に よるSGML化 は議会議

事録分野においても同様に考えなければならないのである。

またSGMLと は文書デー タの文書構造を定義することか ら、議事進行の見出 し部分な

ど、文書構造 で定義 された各項 目をキーワー ドとして検索抽 出す るこ とも可能であ り、 こ

れ によって、議事録の概要版の制作な ども容易になることと考え られ る。 これ まで議事録

の内容 を検討 しなが ら、議会広報 を議会事務局において編集 していた と考 えられ るが、D

TDの 設計によって、議事録 全文情報 から議事要 旨概要 を自動的に抽出 し、議会広報を 自

動編集できる仕組みづ くりも可能 となるはずである。また これ はデー タの再入力 なく、S

GMLtoHTML(HyperTextMark-upLanguage)変 換 によって、イ ンターネ ッ トホームペー

ジへ 自動 ア ップ ロー ドを行い、議事録 ホームページとして市民に公 開す ることも可能 にな

るはずである。

議事録 作成 の際に電子デー タ化 がな され ていることか ら、前述 の 「OneSourseMulti

Use」 とい うコンセプ トに従い、議会議事録の多面にわた る活用 を検討 し、議会事務局内部

のクローズ ドシステムではな く、 自治体全体お よび市民に対 してのオープ ンシステム化 を

インターネ ッ トおよびイン トラネ ッ トを活用 して志向していくことが重要であ り、そのた

めに文書情報のSGML化 は有効 であると考え られ る。
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2文 書情報化技術の動向

2.1SGML文 書 デー タベ ー ス

2.1.1SQLデ ー タベー ス か らSGMLデ ー タベ ー スへ の変遷

これまでの文書デー タ管理技術 は、各アプ リケー シ ョン毎の閉鎖 的環境 の中で進展 して

きた。各 々のアプ リケーシ ョンがその機能によって勝負 し、自らのアプ リケーシ ョンへの

囲い込み を 目的 にファイル形式を異なる形態 として相互互換が不可能な状況にあった。 こ

れ は各文 書関連 アプ リケーシ ョンの創世期には、 自らのシェア獲得 とマーケ ッ ト寡 占化 の

ために仕 方のないことではあるのだが、これ で苦労を したのがユーザーサイ ドであった こ

とはい うまでもない。

そこで様々なアプ リケーシ ョン間のデー タ変換プ ログラムが作 られてきたわけだが、ア

プ リケー ション毎にレイアウ ト機能が異なることか ら、100%完 全なデータ変換が実現

で きるものはほ とん どな く、イ メー ジどお りのデータ互換 は不可能であった。

そこで多 くのケース として、MS-DOSテ キス トファイルによるデー タ交換 を行って

いたが、これはあ くまで レイア ウ ト情報を持たないプ レー ンテキス トであ り、デー タ交換

は容易であるが、 レイア ウ トやデー タ構造 を定義す る内容 はそのファイルに含 まれ ていな

い ことか ら、多 くの課題を持っている。

その後RTF(RichTextFormat)フ ァイルのよ うな書式付 き文書ファイルによって異な

るアプ リケーシ ョン間でのデータ交換 が可能 なファイル も生まれたのだが、 ワープ ロ専用

機 との互換の問題 など、これ においても完全な もの とはい えなかった。

そこで ソフ ト固有の レイアウ ト情報 を省き、文書構造 を示す識別情報を 「タグ」 とい う

印で示 し、文書構造が理解できるプ レーンテキス トとして生まれたのが 「SGML」 であ

る。デー タ交換を行 う際にも、そのSGML文 書 を作成す る際の約 束ごとである 「SGM

L宣 言」 とその文書の文書構造 を示す 「DTD」 をそのSGML文 書ファイル 「文書イ ン

ス タンス」に付 しておけば、互いにその文書データを取 り扱 うことが可能 となるのである。

確かに文書を 「紙」に印刷す るための レイア ウ ト情報が付加 されていないため、紙に印刷

す るためには別 の仕組みが必要 とはなるが、このデータ形式によって文書情報デー タベー

ス、印刷用デー タ、マルチメディア出力用デー タともに、同一のファイル形式でス トック

していくことができることか ら、デー タ加工のアプ リケー ションに より様 々な文書デー タ

の展開が可能 とな り、非常に自由度の高い ファイル形式であると考え られ る。
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これ によ りこれまでSQLデ ー タベ ースでは難 しい と考 えられていた文書デー タのデー

タベース化 もこのSGMLに よって容 易なもの となった。SQLデ ー タベース もデー タ項

目の非固定長化や並列SQL処 理 による高速検索性 などによ り、そのアプ リケー シ ョン上

においては文書データも高速 に取 り扱 うこ とも可能ではあるが、アプ リケー シ ョン間デー

タ互換やエデ ィター等 により文書デー タ形式 としてデータ閲覧を行 う際な ど、課題点は残

されている。

情報システムのオー プン化 の流れ の中で、容易 に文書データ交換が可能であ り、世界的

な文書管理体系 として位置づ け られ てい る 「SGML」 は今後の文書管理 の標 準 として、

CALSの 流れ も受 けて、国内において も標準 とな り得 るものと考えられ る。

2.1.2SGMLと は 何 か?

SGML文 書 とは 「SGML宣 言」 「DTD」 「文書イ ンスタンス」の3つ の要素か ら

構成 されている。簡単に説明す るとSGML宣 言 とはどのよ うなSGML文 書で あるかを

指示す る宣言文であ り、DTDと は文書構造を示 してお りタグ付けの規則 になってお り、

文書インス タンスは文書構造 を示す タグ付 き文書 ファイルで ある。本項では各々 の概要 を

説 明し、SGMLの 概要にっ いてその解説を行 う。

(A)SGML宣 言

SGML宣 言 とは、そのSGML文 書が書かれている内容の基準について示 した もので

あ り、次の6項 目で構成 され てい る。

①CHARSET:使 用する文字の指定

②CAPACITY:文 書 の容量指定

③SCOPE:SYNTAX(具 象構文)の 適用 され範囲

④SYNTAX:文 書中の構文(SGML文 書内において意味のあるキー ワー ドや記号)

の指定

⑤FEATURES:SGML機 構 の使用指定

⑥APPINFO:ア プ リケー シ ョン固有情報

これ らに よって使用 されるコー ド種や要素名な どの最大文字数 、タグマー ク(ex.〈 〉)、

SGMLが 提供する機構を どの程度活用 して文書イ ンス タンスが書かれてい るのかな どが
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示 されている。 つま り文書交換 を行 う際に使用 しているコー ド系な どを認識 させ ることが

このSGML宣 言の 目的である。

なおISOで は、標準SGML宣 言 として 「ISO8879」 の 中で定義 されたもの も

存在する。多 くの場合はこの標準的なSGML宣 言 を利用 している。

SGML宣 言 サ ン プ ル(lSOO8879)

〈!SGML"lSO8879-1986"

PUBLIC

DOCUMENT

PUBLIC

MINIMIZE

"lSO646 -1983//CHARSETInternational

ReferenceVersion(lRV)//ESC2/54/0"

11

13

14

32

127
"ISO8879 -1986//CAPAClTYReference//EN"

"lSO8879 -1986//SYNTAXReference//EN"

DATATAGNOOMlTTAG

RANKNOSHORTTAG

SIMPLENOIMPLICIT

CONCURNOSUBDOC

YES

YES

NOEXPLlClT

NOFORMARL

図2-1.SGML宣 言

16



(B)DTD(DocumentTypeDefinitiol1/文 書型定義)

DTDに よって定義 される ものが文書構造で ある。文書イ ンス タンスの中で構成 され る

文書 タグを定義 し、その文書がどの ような文書構造 によって構成 され るものであ るのかが

これによって示 され るのである。

そのためDTDと は、異なる業界や文書内容に よって、各々のDTDが 定義 されている。

SGMLの 目的が文書互換にあることから、 目的 とする文書分野や業界において標準DT

Dが 定義 され てい る場合 にはそれ を採用す るべ きである し、DTDが 存在 しない文書分野

においては、自ら文書構造 を分析 して、DTD設 計を行 わな くてはならない。

(C)文 書イ ンス タンス

一般的 にSGML文 書 と呼んだ場合
、この文書イ ンス タンスを示 している。っま りDT

Dに よって定義 され た文書型 に従 って作成 されたタグ付 き文書が文書インスタンス(実 現

値)で ある。

2.1.3SGML文 書 デー タベー ス の有効性

これまでの文 書情報の管理 とは 「紙」による管理が主流であった。機器の操作マニュア

ル等 も単純 な機器 であれば、少量の紙の取扱説 明書で解説 が可能 ではあろ うが、複雑 で高

機能な機器では、その説明書 も多 くのページ数が必要 とな り、紙 とい う形態 か ら保管スペー

スが必要 となってきて しま う。

例 えば戦闘機や戦車な ど複雑な軍事機器 においては、その操作お よび整備マ ニュアル を

もしも紙 によって保管 しよ うとした場合、その総量は数 トン単位 と大量になって しまい、

その紙 の重 さによって戦闘機 は離陸不能、戦車は走行不能 になって しま うとまで言われて

いる。SGMLも この ような背景もあって、軍事分野か ら発展 を見せていったのだが、こ

れ らマニ ュアル情報 をSGMLで 体系化 された文書形式で、CI⊃-ROMに ス トック して

おけば、その検索性 も優れてお り、軽量で必要な ときに必要な情報 のみを検索で きる とい

う面でその有効性は非 常に高い と考え られ る。

またSGMLフ ァイルであれ ば、必要があれ ば必要な部分を組版 アプ リケーシ ョンに

よって組版 ・印刷処理 をして紙のマニュアル として出力す ることも可能で あ り、必要な と

きに、必要な部分 を、必要なメディア形態で出力が可能 とい うオンデマ ン ド対応 が可能 と

なるのである。
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また前述のとお りSGML文 書 とは、特定のアプ リケー シ ョンに規定 され ない文書構造

のみが示 されたプレー ンテキス トである。 よって様々なアプ リケー シ ョン上においてその

文書デー タを取 り扱 うことができる。

文書デー タベースによってデー タベース管理を行 うことも、印刷用組版 アプ リケーシ ョ

ンを通 じての印刷出力 な ど多 くの可能性が考えられ る。その中で も特 に注 目すべ き点はマ

ルチメデ ィアへの情報表現である。

インターネ ッ ト・WWW(WorldWideWeb)で 注 目を集 めるハイパーテ キス ト体系である

「HTML」 があるが、これ はSGMLを 汎用的定義に置 き換 えた派生定義であ り、SG

MLtoHTMLは 下方変換であることか ら容易にその変換は可能である。この点か らWW

Wの コンテ ンツ制作に関 して も、基 となる文書デー タをSGMLに おいて構築 しておけば、

ハ イパーテキス トによるマルチメデ ィア展開も容易であるが言 えるのである。
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2.2文 書情報 ネ ッ トワー ク

2.2.1自 治体 文 書情 報 ネ ッ トワー クの現状 と今後

前述の地方 自治体における情報化 に関す るアンケー ト結果で もわか るとお り、 自治体文

書情報ネ ッ トワークの現状 は、庁内LANの 整備 な ど周辺技術である情報化イ ンフラの整

備 は進展を見せてい るものの、本質的な業務効率化 のためのコンテ ンツ活用 とい う中身 の

部分 までは着手できていない状況にある。

このよ うに国内においては暗中模索 の状況にあるが、情報化先進 国アメ リカに眼 を向け

てみると、情報化によ り成功 した事例は幾つも見ることができる。

例えばカ リフォルニア ・マーシ ド郡 の 「福祉業務情報化」がその1つ の事例であ る。 同

郡では福祉業務 において次のような問題 点を抱えていた。

・資格審査の複雑化

・膨 大なペーパー ワーク(業 務総量の8割 を占める)

・職員の志気の低下、スキル レベルの低 下

→ これ らによ り住民へのサー ビス低下が発生

この点の解決のた め、同郡では最新 の情報管理技術 を全 面的 ・統合的に採用 し、行政内

部業務の抜本的な効率化 と高度化 を実現 した。 この情報管理技術 の特徴は 自らの内部的な

業務効率化 のみにこだわ らず 、対住民サー ビスの向上を主眼に、AI(人 工知能)を 積極

的に活用 し、事務 のス キル ・判断要素までをシステム化 し、ペーパ ー ワークの改善 によっ

て、職員 が本来発揮すべ き知的生産性 向上に寄与 したもの と評価 され る。

日本にお いては、全体の業務 の流れ を分析せず、一部分 のみのシステム化 によって効率

化 に至った といってい るケースが多 く見受 けられるが、それは本 当の意味の効率化ではな

く、住民 もしくは他部 門へ必ずその しわ寄せが至ってい ることと考 え られる。 しか しこの

マー シ ド郡のケースは業務全体を業務分析 し、そのすべての業務 をシステム化 して しまっ

た点にそのポイン トはあ る。 これによ り審査に必要な質問項 目の特 定、該当規則 の照会、

資格の有無の決定、給 付額の計算、必要書類の作成 などが、システム との対話形式でオペ

レー ションができ、福祉 業務が申請者 と職員協力のもと自動的に行 われ るに至ったのであ

る。
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これに より申請者 は、職員か らの質問が終了す る と自動的に給付額が算定 され 、即時的

にそれ を知ることができ、大幅な時間短縮 に至った。行政 内部にお いても、必要知識が組

織全体で共有化 できることや、新入職 員の研修期間 の大幅短縮、給付額計算の精度 向上、

時間短縮 に よる人件費削減、そ して何 よ りこれ までペーパー ワーク主体 の業務 か ら住民

サー ビス主体の業務へ と業務 内容が180。 転換 し、サー ビス向上につながったのである。

もちろんこれ らを支 える文書管理体系 もSGMLで あった し、SGMLに よる文書共有

化 と抜本的な行政事務の情報化改革 とは行政サー ビスの向上にっなが り、公務員 がよ りク

リエイテ ィブなプランナー的要素の業務 までその活動の幅 を広げることが可能 となると考

え られ る。

このよ うなことか ら考える と、今回の事業テーマ は議会議事録 のデータベース化 に絞 っ

たSGML検 証であったが、今後は議 会運営に関わる全体業務の情報 システ ム化 にっい て

検討 を行 うべ きである と考える。(議 員経歴 管理 ・議会 日程管理 ・議員報酬計算 な どの議

会事務局の業務全般 にわたる検証)

2.2.2イ ン ターネ ッ トを利 用 した情 報公 開 との 関連

自治体 における情報公開の気運が市 民オンブズマンなどの活動に よって高ま り、情報公

開制度による行政情報公 開が各 自治体 において行われ てい る。しか し現状の情報公 開 とは、

文書 によ り必要 とす る情報 ・文書を明記の上で 申請 し、その審査お よび文書検索(所 在部

署 を確認 して探 し出す)に1週 間か ら10日 間 とい う長期間がかかってい る状況にある。

これは 自治体内部の文書が一元的 ・体系的 に管理 されていないた めに発生す る弊害であ

り、住民サー ビスの向上に務 めるのであれば、この点は早急に対処 しな くてはな らない課

題 である。

インターネ ッ トの普及 によって、求める情報 を自 らが探 して(検 索)、 即時的に情報閲

覧を行 うことに慣れてきている。 この流れに対 して、現状の 自治体情報公 開の タイムラグ

とい うのはこの流れ に反 していることと考 えられ る。そのためにもSGMLに よる行政文

書の抜本的な情報管理体系の整備が重要なのである。

また もちろんSGMLに よる文書管理 とい うことは、前述の とお りsGMLtoHTML

によってハイパーテキス ト化するこ とも容易であ り、インターネ ッ トによる情報公開の実

現 も可能 となる。
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また担当部門にお ける各事業の事業概要、議会での議論内容、それに関わる予算案な ど、

関連する情報 に関 してハイパー リンクを貼ることによって、住民は もっと自治体の行政活

動に近づ くことができ、本当の意味での住民参加型 行政活動 の実現にもつなが ることと考

えられ 、これ は結果 として行政事務の効率化 にもっなが るはず であ るし、住民の声がイ ン

ターネ ッ トを通 じて 自治体に も寄せ られ るこ とか ら、よ り良い行政活動が遂行できるはず

である。

2.2.3バ ー チ ャル ガバ メ ン ト化 の可能性

地方 自治体の活動は、中央省庁の系列に従って良い点悪い点 ともに考 えられ るが、縦割

り化が進 んでいる。その弊害 として複数の分野に関わる省際行政事務 に関 しては、住民 と

してその担 当窓 口が不明確であった り、複数 の窓 口への問い合 わせ を行わなければその結

果を得 ることができないな ど、そ こには課題点が潜んでいる。

そこでイ ンターネ ッ トによる情報化技術を活用 とともに、 自治体 内部の行政業務分析 に

よるあらゆる住民の問い合わせ に対す る対応 窓口の明確化 とそれ に関す る文書情報の体系

化管理の実現に よって、インターネ ッ トによる申請 ・届 出等行政手続 の電子化、行政業務

問い合わせの電子化 な ど窓 口業務がわざわ ざ市役所を訪ねな くとも可能 となる電子政府 ・

電子役所(バ ーチャルガバ メン ト)も 実現は可能なのである。

住民の行政機 関に対す る不満 は、求める案件について どこが窓 口となるのかわか らず、

その相談 ・申請 ・届出に戸惑って しま うとい う点にある。行政サイ ドにおいてあ らゆる問

い合わせ に対 して体系化 して整理 し、どの内容の問い合わせば どこの部門において応 える

べきか とい う決 ま り事 を整備 しておけば、住 民としてはイ ンターネ ッ トを通 じてあたか も

1つ の窓 口に問い合 わせ るだけで、すべての問い合わせ に応 えて くれるよ うに感 じとれ る

はずである。

またこれ らは住民のみ にメ リッ トがあるのみではな く、前述 のマーシ ド郡の福祉業務情

報化の事例 と同様に、行政内部の効率化にも寄与 し、ク リエイティブ ワー クに職員 が注力

できるよ うになる と考え られる。

もちろんこれ らを実現す るためにも文書情報のSGML化 は必要条件であ り、住民か ら

の問い合わせ に対す る対応 にっいても、SGML文 書化を進 める業務分析 の過程にお いて

明確化できるものであ ると考 えられ ることか ら、行政改革 を進 めてい くことが、業務分析

とな り、それに より文書管理体系が明確化す ることによ りSGML化 が 自然 に進行す るも
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のと考えられる。

また議会議事録のコンテンツをこのバーチ ャルガバメン トの中で活用す ることを考える

と、議会において議論 され てい るテーマ ・内容が他の行政文書の どの部分 に どのよ うに関

わって くるのか とい う検証 を行い、そのハイパー リンクを定義づけることにあると考え ら

れ る。そ こでバーチャルガバ メン トにおける議会事務局の役割 とは、行政活動全般 を見回

し、今議論 され ている議題が どの部門に関わ り、 どの事業言十画に関わ り、 どの予算分野に

関わるのかなどを検証す るとい う、行政機 関全体のスタ ッフ部 門として位置づけが変遷 し

てい くのではないかと考えられ る。

自治体 におけるインターネ ッ トの活用 とは、 とかくホー ムペー ジの開設が 目標の ように

考 えられ ている。 しか しインターネ ッ トの有効性 とは双方 向コミュニケー シ ョンである。

ホームペー ジを開設す るだけであれ ば、紙 メディアが単に画面上に代替 え されたのみの意

味で しかない。そ こで この有効性を充分 に活用す るために も、住民 とのコ ミュニケーシ ョ

ンも考慮 した双方向性での自治体におけるイ ンターネ ッ トの活用が今 こそ求め られている

のである。
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3会 議録検索 システム

3.1会 議録検索システムの検証

3.1.1会 議 録 検 索 システ ム の意義

会議録検 索システム とは、各地 方 自治体 の議 会で討議 され る内容 を記録 した議事録 を

デー タベース化 し、その内容 を検索 ・参照す るシステムである。そもそも 自治体行政 とは

首長 を始 めとす る執行部が行政実務 を担当遂行 し、議会が これ を審議 ・承認す る関係に よ

り成 り立っている。 この しくみの 中で議会の議事内容であ る会議録(議 事録)は 、 自治体

行政の結果 と方向を集約す る会議の記録 として必然的に生み出され てくる ものである。 し

か し現在 か ら未 来へいたる自治体行政 と議会運営の直接的な担 い手たる議員や 自治体職員

に とって会議録 とは、 自らの活動の結果出て くる単なる副産物 、としてあるだけでは決 し

て とどま らない。

議会の会議録 は法律によ りこれ を記録 し永年保存す る義務が定め られていることか らも

明 らかであるとお り、 きわめて公式性 の高いものであるが 、この公式性の高 さを議会 とい

う公的な場 で記録 された ものだか らだ として平板 に解釈す るだけでは不足である。議会 に

おける過 去の討議 内容は、常 に何 らかの形で 自治体行政の現在に反映 されていなければな

らず、また未来へ と進行す る 自治体行政の方向を決定的に規定する重み を持っていなけれ

ばな らないか らこそ公式性 が高いのであ り、記録 として保存の重要性があるのである。す

なわち行政執行部は過去の会議録 の内容 を現在に投影す る形で仕事 をしなけれ ばならない

とい う責任 を負 ってお り、議員は過去の会議録の内容 に基 づいて政治活動 を組み 立てなけ

ればな らない立場にあるわけである。っま り行政関係者 に とって、過去の記録である会議

録 とは、現在の 自らの立脚点であ り死活点である、 とい って言い過 ぎではないであろ う。

こうした こ とか ら会議録 の検索が行政にとってきわめて重要な問題 であ ることが明 らか

であろ う。現実 にほ とん どの 自治体 で、製本 された会議録 がぼろぼろになるまで参照 され

ているのが実態である。会議録の検索をシステム化す ることは行政の効率化 ・円滑化 を し、

生産性 を高める上できわめて重要な意味をもつ ものである。
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3.1.2会 議録検 索 シス テ ムの特 徴 と要 目

会議録検 索システムはおおむね以下の要件 を満たす必要がある。

(1).会議 ・発言の管理

検索結果がいついかなる会議 で誰が発言 した ものであるか、を知 る必要 があ る。すなわ

ち、ある発言 に着 目した ときに、その発言が、

いっ(開 催年月 日)の もので、

何の会議(定 例会、臨時会、各個別委員会 、協議会、 …)の 発言で、

誰の(発 言者)発 言なのか、

が何 らかの形で分か らなければな らない。

(2).全文検索機能

会議録 は会話 を記録 した ものであるため、その内容 は基本的に曖昧である。 したがって

数値や定型的なデータでの検 索 とは異な り、検索者 は述べ られているであろ うテーマ を想

定することで検索のキー とな る言葉 を特定 し、その言葉の存在す る位置 を対象 となる会議

録 の中か ら探 し出す方法、すなわち全文検索の手法を用いなければな らない。

3.1.3弊 社会議 録 検索 システ ムの検 証 「VOICES」

弊社では数年前か ら全国に先駆 けて会議録検索を研 究 し、その システム化 に取 り組んで

きた。そ して会議録検索の汎用パ ッケー ジとして商品名 「VOICES」 とい う製品を発

売 し、幾多の納入実績 を積んできている。 ここでは弊社会議録検索 システ ム 「VOICE

S」 をSGMLデ ータベース とす るための検 証 として、まず 、 「VOICES/Win」

の構造を検討する。

図 に示す とお り、 「VOICES/Win」 の ア プ リケー シ ョン構 造 は基 本 的 に 、以 下

の3つ のモ ジ ュールか らな る。

(1).ア プ リケー シ ョンモ ジ ュー ル

ユ ーザ イ ン ター フ ェー ス 、印刷 、モ ジ ュール 制御 な どの機 能 を持 つ 。
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(2)全 文検索エ ンジンモジュール

文字成分分析表 を用 いた検索エ ンジンであ り、学習ファイルを参照す る。また、検索の

際には、与え られたキー ワー ドか ら同義語 ・類義語 を派生 させ 、それ らの派生語 も元のキー

ワー ドとともに検索キー とするシソー ラス展開機能 も持つ。

(3).文書(発 言)管 理モジュール

このモ ジュールが会議録検索 とい うアプ リケーシ ョン としての さま ざまな機能 を提供す

る元になっている。す なわち、発言者 ジャンプ、 日程ジャンプ、文書間の ジャンプ、個人

の全発言の抽出や 、議長次第書の作成 などなど、会議録検索 システム としての 「VOIC

ES/Win」 の豊富な機能は、この文書管理 によるところが大 きい。

会議録検索

アプリケー ション

発言管理

モ ジュール

全文検索

エンジン

ー一(三

一一[三]

会議録

テキス ト

ファイル

各種 設定

ファイル

検索用

学習

ファイル

シソー ラス

辞書

図3-1.VOICES/Winの シ ス テ ム 構 造
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そ こで さ らに この 「VOICES/Win」 の文 書 管理 を詳細 に検 証 してみ る。

「VOICES/Win」 に会議 録 デ ー タをセ ッ トア ップす るた めに 、デ ー タの加 工 を

行 っ てい るが、そ の 内容 は以 下の とお りで あ る。

(1)会 議名 を入力す る。

(2).ペー ジ番 号 を入力 す る。

(3)発 言者 の名 前 の様 式 を統 一す る。

(4)洛 発 言 に簡易 タグを付 け る。

(5)改 行 コー ドの追加 と削除。

上記 の 中の(4).の 詳細 は 次 の とお り。

△会議録本文中に記載 されている 日程 に 「△」文字を付ける。

○議長 ・副議長 、その他の議 事進行者 の発言 の冒頭に 「○」文字 を付ける。

◆質問者の発言の冒頭 に 「◆」文字を付 ける。

◎答弁者の発言の冒頭 に 「◎j文 字を付 ける。'

これ らの簡易 タグは、会議録 とい う文書の構 造 を大まかにではあ るが反 映 した ものに

なっている。後に 「自治体議事録DTD設 計」の章で詳 しく述べ るが、地方議会 の会議録

は、大き く以下の構造 を有 している。

会議録

議事 日程

L 名簿
、その他

議事

E
報告、議題提案 な ど(△ 、○)

質疑応 答(○ 、◇、◎)

採決等

署名 な ど

図3-3.自 治体議事録の概要構造
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このなかで討議 の実質的な内容は、 「議事」とりわけ 「質疑応答」にあ り、また量的に

も会議録 の大部分のペー ジが この 「議事」 しかも 「質疑応答」で形成 されているのが通例

である。上述の簡易 タグは主 として この部分に対 して付 けられ るもので ある。

この作業はテキス トデー タす なわち文字列を、その意味的構造 において把握 し分類す る

作業である(分 割ではない)。 この作業によ り会議録のテキス トデー タは、文字 コー ドが

羅列 しているだけの原始的状態か ら初 めて抜け出し、そこに構造的で意 味的な付加価値が

与 えられ るこ とになる。 これは原初的 とはいえハイパーテ キス トの思想 を持 った ものであ

り、少 々おおげさな言い方をすれば 「会議録マー ク ドア ップランゲー ジ」 とも言えるもの

である。

ここでその作業が文字列 の分割ではない ことは、重要な意 味を持つ もの と思われ る。 な

ぜ ならば、分割 を行 う場合、分割 とい う行為 には暗黙で1っ の意味 しか与 えることができ

ず 、さらに詳細 な情報 を必要 とす る場合は、他の何 らかの方法に よって与 えることが余儀

な くされ るか らである。た とえば、分割 された ものの順序や分割 された ものの詳細 な分類

は、デ ィレク トリ構造や ファイル名に よりす るな どしなくてはな らない。 しか し、ディレ

ク トリ構造やフ ァイル名 によって情報を付加す る方法論は、現在時点では有効 であるか も

しれないが、 コン ピュータのオペ レーティングシステムに依存 した方法論 であり、本質的

には永久保存が必要な会議録の性質 にな じんだ もの とは言い難 いのである。

また、(5).は、文書中で明 らかに改行が必要 と思われ る個所 に改行 を入れ 、逆にそれ以外

の個所の改行 コー ドを除去す ることにより、パ ラグラフを明確化す るための作業 となって

い る。
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3.2SGML化 の対応

3.2.1SGMLと の本質 比較

前節(3.1.3)で 詳 しく見た ように、弊社会議録検索システム 「VOICES/W

in」 は会議録デー タを単なるテキス トデー タとしてだけでな く、そ こにその意味的把握

を含めた簡易タグを付加することで本格的な検索機能を実現 してい る。そ してその簡易 タ

グは、検索機能の実現を 目的 とす るものでは あ りなが らも、その実は文書構造 に根 ざした

内容で付け られているものである。

したがって、単純に現状のい くっ かの簡易 タグに対応す るSGMLタ グを定 めたDTD

を定義すれば、その時点で一応SGML化 は ほとん ど終了す ることになる。残す ところは

簡易タグをSGMLタ グに変換する過程のみである。

こ うした観点に立てば、弊社会議録検索システム 「VOICES/Win」 は、本質的

にはもう既にSGMLに 対応 している と言 って もいいのか もしれないよ うに も思われ る。

ただ しか し、それはあ くまで も本 質のみを論 じているに過 ぎず 、現実 には幾多の問題 が

あるだろ うことは、 「VOICES/Win」 にはわずか数個の簡易 タグ しか扱 っていな

い ことを とってみても容易に想像がつ くことである。

そこでまず、このタグの数 に関 して考察をすす めることにす る。

3.2.2SGML化 へ の課 題 検証

(1).データの入力

「vOICES/Win」 で定義 している簡易タグは前述の とお り、△(日 程)、 ○(議

長)、 ◆(質 問)、 ◎(答 弁)の4つ であ り、質疑応答 を中心にした議事その もの しかタ

グ付けの対象に していない。 しか し文書 としての会議録には、その他 の要素 もた くさんあ

る。会議録 のど ういった要素 をどう捉 えてい くかについては、DTDの 設計 として後述す

るとして、いずれ に しろ、SGML化 す るた めには、現在簡易 タグがカバーす る部分を含

め、会議録全体 をくまな く構造的に分解 しなけれ ばな らない。

本論本文部分は量的には多いが構造 は単純 、それ に前後す る部分は量的 には少ないに も

関わらず構造は複雑、 とい う他の文書 でも一般 にい えるで あろ うこ とが 自治体会議録 にも

同様に当てはまる。すなわち、デー タ量 としては圧倒的に多い議事部分は構造的 には単純
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であ り、む しろ議事以外の部分 に さま ざまな要素が多 く存在 し、形 式的に も複雑 な構造 を

持 っている。 とすれば 当然の ことなが らSGML化 しよ うとすればタグの数は飛 躍的に増

えることになるのは避 けられない。

しか し、タグの数が増 えるとい うことはまず何 よ りもデー タの入力 が煩雑 になる とい う

ことを意味する。 デー タの入力 には次のいくっかの方法が考 えられ る。

a.SGMLのDTDで 定義 された タグをそのまま入力す る。

現時点では もっ とも現実的な方法であるが、次の問題点がある。

・入力を行 う作業者が よくDTDを 理解 し
、SGMLタ グを記憶する必要があ り、

教育に時間がかか る。

・入力 されたものに ミスがないか どうかデバ ッグ作業が必須 となる
。

b.SGML入 力エデ ィタで入力する。

詳 しくは後述す るが、次の問題点がある。

・入力作業者 はSGMLタ グを記憶す る必要はないが
、ある程度DTDを 理解 して

いなければな らない。

・エディタの操作が作業に 占める割合が大きく
、便利 ではあるが生産性 は必ず しも

高い とはいえない。

c.SGMLコ ンバー トの可能 なWYSIWYGツ ールで入力す る。

直接SGMLコ ンバー トが可能なツール は現時点では存在 しない。

d.SGMLのDTDで 定義 され たタグに対応する簡 易タグを定義 し、簡易 タグで入力

を行 い、入力 されたデータを コンバー タにて、本当のSGML文 書に変換す る。

この方法はSGMLタ グを直接入力する場合 と比較す ると、打鍵数が少ないなどで

生産性 はある程度高いが、以下の問題点がある。

・a .と 同様 に入力作業者はよくDTDを 理解 している必要がある。SGMLタ グ

を記憶す る必要はないが簡易 タグを記憶す る必要がある。

・入力 された もののデバ ッグ作業はある程度軽減 され るが
、デバ ッグ作業の度にコ

ンバー タを通す必要があるため、その分オーバーヘ ッ ドになる。

以上、た とえどのよ うな方法を取 って も一長一短であ り、いずれ に しろタグ数 の増大は

デー タ入力作業の生産性、す なわちコス トに非常に大きな悪影響を もた らす。 この点の解

決に関 しては4.2.5に 後述す る。
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(2)表 示出力系

次に表示 ・印刷 に関 してであるが、ディスプ レイ画面への表示 と紙への印刷 では大き く

事情が異なることをまず念頭 に置かな ければな らない。 また、紙への印刷 も会議録中の一

部分、すなわち画面に表示 された部分のみを印刷す る場合 と、会議録全体 を印刷す る場合

ではやは り事情は大き く異な る。画面に評 した内容 を印刷す るだ けな ら、極端にいえば画

面のハー ドコピーの延長線上で考えて差 し支えないであろ う。

画面へ表示 出力する場合、多 くの場合ユーザはその表 示形式に さほ ど拘 らないため、製

本 された会議録 と形式が大 きく異なっていよ うともさほ ど問題 にはな らない。む しろ、画

面には画面の特性 を生か した表示形式を取 る方が好ま しい場合が多い。現状の会議録検 索

システムで行 っている方法で、SGML化 された会議録デー タを画面表示するには、次の

いくつかの方法が考え られ る。

a.SGMLデ ータをクライアン ト側で処理 して画面表示す る。

この方法ではクライアン トにSGMLデ ータを現状の会議録検索システムの画面

表示モジュールが理解 できる形式 に変換す るコンバー タを付 け加えてやればいい。

b.SGMLデ ー タをクライアン ト側 の要求す る形式にサーバ側で変換処理 して画 面表

示す る。

この方法ではクライ アン トにSGMLデ ー タを現状の会議録検索 システムの画面

表示モ ジュールが理解 できる形式 に変換するコンバー タを付け加 えてやればいい。

どち らが良 いか は シス テ ムの設 計 に よって 変化 す る。 よ り具体 的 に言 え ば、 クライ ア ン

ト側 で動 くアプ リケー シ ョン が何 で あ る と想 定す るか に よ って決 ま っ て く る。 しか し、 ク

ライ ア ン ト側 の ア プ リケー シ ョンが 何 で あ ろ うと動 作 で き る よ うにす るな らば、b.の タ

イ プが好 い とい うこ とに な ろ う。

た だ、 いず れ に しろ今 まで会議 録 検 索 シス テ ム で は、 簡 易 タグ(△ 、○ 、 ◆ 、◎)は 画

面上 に表 示 して い るの だが 、SGMLタ グの つ い た文 章 は タグの存 在 が煩 わ し くた いへ ん

読み に くい もの な ので 、SGMLデ ー タを表 示 す る場 合 は 、SGMLタ グは ユー ザ の 目に

触れ て はい けな い とい うこ とに なる。
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(2).印刷 出力系

既 に述べたが、文書 をSGML化 す る目的は、 「OneSourseMultiUse」 に寄る ところ

が大である。 そ う考 えるとせ っか くSGML化 するのであるか ら、会議録SGMLデ ー タ

か ら必要 になればいっで も正式な会議録の版下印刷ができて当然、 とい うこ とになろう。

しか し、これ には現状 では相 当困難 な問題が存在す る。 しか し、差 し当た り会議録検索 シ

ステムは会議録 の版下印刷機能 を持たないので、これに関 しては第4章 で後述す ることに

す る。

(3)全 文検索エ ンジンとの融和性

会議録検 索システムは、その機能 を主 として全文検索エ ンジンか ら生み出 している。全

文検索エ ンジン とは読 んで字の ごとく、文章 を全面的に検索す るためのエ ンジン、すなわ

ちテ キス トデータを対象 とした検索 ソフ トウェアである。一方、SGMLデ ー タは完全に

テキス トデー タであるか ら、そのまま全文検索エンジンの検索対象にな りうる。その結果

も疑 う余地な く保証 され るところのものである。

敢えて問題点 を探れ ば、検索の対象 として、ユーザがSGMLタ グ と同 じ、もしくは部

分的 に一致す る綴 りの検 索語 を与えた ときどのような動 きをす るか、 とい うことが挙 げ ら

れよ う。ただ し、 これ には2っ の解釈 が成 立する。

その第一の解釈 は、ユL-・一ーザはSGMLタ グの存在 を知 らない とい う前提に立って論ず る

解釈である。仮 にユーザがたまたま偶然にアルファベ ッ トで"kaigiroku"と い う検索語 を

与えて検索 をかけた くなった とし、かたやSGMLタ グの中にその綴 りと同じ綴 りのタグ

<kaigiroku>が あった と仮定す ると、そのタグは検索結果 としてヒッ トしてくることにな

るわけだが、SGMLタ グのことなど知 りもしないユーザ に とっては何や ら意味不明の検

索結果 として しか理解 不能である事 になって しまう、 とい うことである。実際の会議録検

索の現場 でこの ようなアルファベ ッ トの綴 りで検索をかける例があるとは思 えないのだが、

しかし実際や ってみれ ば これは現実 に起こ りうる。それ が現実味の無い物で も、理論 上起

こりうる不具合は解決 しな くてはな らないのがコンピュー タの世界である。

第2の 解釈 とは、SGML文 書の利点はそれ 自体が一つのデー タベースを形成 している

のであるか ら、そのインデ ックスであるSGMLタ グが検索できなければ逆に意味がない、

との解釈である。 これ もまた当然 のことである。

しか し、SGMLデ ー タベースを構築す るに当たっては、一見矛盾す るかにみ えるこの

2つ の問題 を解決す るのは必ず しも全文検索エ ンジンに依 らな くともよい。デー タベース

の構成上でこの問題 を解 決す るとい うっ もりで研 究 ・設計 を行 った。
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(4).文書管理デー タベースとの融和性

文書管理はSGMLの 真価 を発揮す るには うってつ けの土俵 である。現在 の文 書管理

デー タベースはSGMLデ ー タベースの構i築に当た っては、その具体的な実現方法は大き

く変わることになる。 しか し、結論的にはデータベースに入 るときにデー タがSGMLの

文書インスタンスになってい るかいないかだけの問題であ り、文書管理 自体の機能 も原理

的な仕組 みも基本的には何 ら変 わ りはない。すなわち、そのデータがいっ の、 どんな会議

の何 日目のデー タであ り、その中で誰 と誰が どうい う順で発言 したのか、が管理 できてお

り、その結果、あるデー タを特定 した ときにそのデータを説明す るそれ らの情報 が得 られ、

また逆にそれ らの条件 を指定 した ときにデータを特定するこ とができるよ うになっていれ

ばよいので、会議録 とい う文書 をツ リー状に分類す る構造は基本的 に変わ らない。

会議録
L年

.月 日

会議(種 別)

已　
会議録

L会 謝 種別)

n㌃
図3-4.自 治体議事録の文書管理構造
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4.自 治体 議 事録 のSGMLデ ー タベ ー ス

4.1自 治体議事録の普遍性 と特殊性

4.1.1自 治体 議 事録 の現 状 と傾 向

(1)現 状

自治体議事録がおよそ どんな ものであるかにっいては既 に述べたが、 自治体議事録 をS

GML化 す るとい う視点か らその具体的状況を掴んでおかな くてはな らない。

弊社においては東 日本を主 として全国で数 百 自治体の会議録の調整 を行 ってきた実績が

あ り、その実例 に多 く接 している とい う点において、 自治体議事録 の現状 と傾 向を最 も良

く知る立場 にある と自負す るものがある。

まず、議事録に記録 され る内容であるが、これにっいては議会 とい う法によ り定 め られ

た組織である性格を反映 してか、ほ とん ど基本的 にはどの 自治体 も差はみ られ ない。 自治

体毎に大き く違いの出て くる部分を敢 えてあげるとすれ ば、議事録 に関連す る文書であ る

ところの、議案書や請願書 ・陳情書 、あるいは報告書 ・意見書な どの扱 いについてである。

これ らの文書を積極的に会議録に添付する自治体 もあれば、まった く添付 しない 自治体 も

あ り、議案 の審議状況一覧は添付 ・掲載す るが、議案書は添付 しない 自治体 もある、といっ

た違いで ある。 しか し、これ らの文書はあくまで関連資料なのであ り、議事の記録 として

の会議録 とは本来別個の ものである。 したがって、やは り基本的には、会議録に記載 され

る事項は全 国的に共通 しているといえるだろ う。

記載 され る事柄が同 じだ とすれば、次の問題はその載せ方である。 まず事柄 の記載順序

であるが、順序に関 しても大まかな枠組みは変わ らない。ただ し、前述の関連文書 の掲載

の され かたはその順序においても当然変化が多 く見 られ る。

次に、文書体裁であるが、これ は各 自治体においてま った くまちまちである。用紙 サイ

ズはB5判 、A4判 のいつれ もあ り、書き下 し方向も縦書き、横書 きいずれ も存在す る。

段組 しない ところもあれば、2段 組 みの自治体 もある。字詰 めや フォン トサイズ、タイ ト

ルの修飾、罫線の種類な どまで考慮すれば、数 え切れないほどの レイア ウ トス タイルが存

在す る。

以上の現状 を、総 じていえば、文 書構造 はほぼ等 しいが、その出力形態 は さま ざまで あ

る、 とい うことになろ う。SGML化 を考 える場合、前半の 「文書構造はほぼ等 しい」 こ

とはたいへん都合がよい。 なぜな らば、文書構造を定義す るDTDが 設計 しやす く、また
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そのDTDは 汎用的なものにな りうるか らである。だが後半の 「出力形態は さまざま」で

あることはたいへん不都合である。 なぜな らば、会議録汎用DTDに 基づいて作成 され る

ことになる会議録SGMLデ ー タは、会議録 を製本する能力を持たないことによ り、現状

のユーザニーズを満足 させ ないか らである。

(2).傾向

ではこ うした現状 にある 自治体議事録 は、 どのよ うに変化 してゆ く傾 向を持 っているだ

ろ うか。 また、SGML化 す るに際 して不都合な側面である 「出力形態は さまざま」な現

状は改善 される見込みがあるのであろ うか。

まず関連文書の掲載範囲、お よびその出現順序 と製本の際の組み版 レイ ア ウ トに関して

はその仕様 の統一はほとんど絶望的 ともいえる難点を有 している。

それは、会議録 の掲載内容や調製仕様 の変更は基本的には当該 自治体の議会が これ を承

認 しなければな らない、 とい う点にある。議会の承認が必要だ とい うのは、 もちろん法的

にそ うい う規制があるわけではないが、そ うかといって例 えば会議録 を調製する担 当部所

である議会事務局が勝手に掲載内容や調製仕様の変更を行 うわけにはいかない とい う事情

を持つ自治体が多いこ とによる。それ ぞれの 自治体の会議録は、過去 さま ざまな変遷を経

るなかで、それ な りの理 由や根拠 を獲i得しっつ現在の姿になっているのであろ うか ら、そ

れ らを全て捨て去るのは容易 なことではないことは想像に難 くない。

だが一方、例 えば紙サイズは漸次A4判 に移行 しつつある。 この点では数年後の近い将

来には、ほぼ全国的にA4判 に統一 され るであろ うと思われ る し、また従来の主流であっ

た縦書きを横書 きに変更す る自治体が漸増 してきてい るの もここ数年 の傾 向である。 もち

ろんこのような変更を施す際にも多 くの自治体では議会 の承認 をもって改 めるわけだが、

この ような機会 に組み版上の細かな レイア ウ トについて も統一 した書式に切 り替えること

を考 えれば、事 はスムーズに運ぶであろ う。 また、会議録調製の民間委託 を始 めるに際 し

て書式を変更す る自治体 も多い。
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4.L2自 治体議事録SGML化 の課題

以下に 自治体議事録 をSGML化 す るにあたっての課題 をま とめる。

(1).SGML化 の効果

本来文書をSGML化 す ることによ り期待 される効果 としては、

ア.特 定のコンピュータアー キテクチュアやアプ リケーシ ョンに依存 しないことによ

る保存性の向上、

イ.文 書 を構造的に整理することによる検索性の向上、

ウ.文 書 を部品化す ることによる再利用性 の向上、

がある。 これ らの うち、ア.の 保存、イ.の 検索については大いに効果が期待 されるが、

ウ.の 再利用 については、会議録 とい う文書の性質上あま り、そっく りそのままでの再利

用 は期待 される ところがない。 しか し、議事内容の要約に関 しては必ず しもその限 りでは

な く、現状で も議会 だ よりな どに議事 内容が要約 された りしている。また、自治体議事録

に関連す る多 くの文書 、請願書 ・陳情書、議案書、議決文書、そ してそれ らの集約 として

の条例文 などが等 しくSGML化 され 、それ らの文書の間で一連の繋が りが持てるよ うに

なった とき、今以上に議事内容 の参照 と要約 が求め られて くる可能性 は十分にある といえ

よう。

(2).製本調製 との関係

会議録 は当然 のことなが ら製本 されなければなら.ないため、SGML化 を行 う際に、体

裁の とれ た印刷 出力を強 く意識 しなくてはな らない。 しかも問題なのは、その印刷 の組み

版 レイア ウ トはただ単に体裁が取れていれば よい とい うものではな く、先 に見た とお り、

現状では各 自治体によ り固有のスタイル を実現 しなければな らない ことである。もちろん、

SGMLの 文書インス タンスを出力す るアプ リケ・一ーーーシ ョンに、 どの よ うな体裁で出力 させ

るかは各 自治体でそれぞれ に決めてもよいわけであるが、現状現実の会議録の印刷体裁を

一切変 えない とい う前提で
、SGML化 を考 えるとす るな らば、文書の構造だけを定義 し

たDTDに 基づ くSGMLタ グではあま りにも情報が少なす ぎる。すなわち、そのために

は印刷体裁 の上では意味があるが、文書構造上は何 の意味 も持たない、 レイアウ トのため

だけのSGMLタ グを多 く定義 しなければな らない ことになって しま うわけである。出カ

レイアウ トのた めのタグ付 けな どはSGMLの 本来意図する ところ とは無縁 な行為である

ばか りでな く、タグが増 えることによ りコス トもまた増加す るとい うことを意味 し、 これ
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はSGML化 に とって大きな障壁 となって しま う。

しかし、本当に問題 なのは、 コン ピュー タとネ ッ トワー クのテ クノ ロジーが進歩 した結

果、文書 とい う存在の意義が根本か ら変化 してい るとい うことなのである。すなわち、 こ

れ までは文書 とい う存在の価値 を高 めるためには、紙の上 での読みやす さ美 しさを追求す

る意外に方法がなかったわけだが、現在では文書主体を紙 の上の存在か ら電子的な存在 へ

と変えることで紙 とい う場所的物理的制約か ら解放 され 、交換性 の高 さ検索性の高 さを追

求す ることこそが文書の存在価値を高める方法になった とい うことである。 したがって 自

治体議事録 も印刷 とい う方法論か ら一度離れ 、デー タとして(SGML文 書 として)そ の

価値 を飛躍的に高めた後で、再び印刷 とい うメデ ィアに立 ち戻 る、とい う発想 の転換 がぜ

ひ とも必要なのである。

したがって各 自治体での固有の組 み版 レイア ウ トは、 自治体議 事録 の標 準DTDを 確立

した後、その文書インスタンスを出力す る際 に読みやす さ美 しさを追求す る、 とい うプロ

セスを踏んでいってこそ真に意義 のあるものになるのである。

(3).図表

会議録 においてはあまり図は出現 しないが 、表は往 々に して出現す る。 しか し、SGM

Lで 定義 している表組みのタグは大変複雑で あ り、入力は困難 であ る。 この点に関 しては

特にデー タ入力 のための優秀なツールが必要になる部分であろう。

また、図表 に関 しては、会議録そ のものではな く、その関連文 書にて多 く用い られ るも

のである。 したがって、請願 書、陳情書、意見書な どがそれぞれでSGML化 され ること

が、理想的な道筋であろ うと思われ る。
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4.2自 治体議事録DTD設 計

4.2.1自 治体議事録の文書構造分析

4.1.2で 自治体議事録 をSGML化 するにあたっての課題 をま とめたが、結論的

には印刷 出力を意識 して しま うと現状の 自治体議 事録の形 では汎用的なDTDの 設計は不

可能であるとい う他 はない。 しか し逆に印刷 出力に とらわれず文書構造 のみを分析するな

らば、汎用的なDTDの 設計 は十分可能である。

そこで今回は、紙の上での レイア ウ トを意識せずに、純粋 に会議録 の文書構造 を分析 し

てみた。

以下に 自治体議事録(会 議録)の 構造 を示す。字下げ された ものは入れ子 にな っている

ことを表す。各項 国名 の後ろにOで 括 られたものはその具体例である。
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題(平 成7年 第1回 定例会)

開会 日時(平 成7年2月15日 水曜 日 午前10時 開講)

議事 日程

日程一覧

副題(議 事 日程)

日程次第(日 程第n)

議案(会 期決定の件)

会議付託案件

副題(本 日の会議に付 した案件)

案件、または案件名

名簿
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出席議員

肩書き(議 長)

議員番号(110番)

議員名(小 池好子君)

欠席議員

肩書き

議員番号(120番)

議員名(保 田修君)

欠員(5人)

議員番号

列席者

肩書 き(市 長)

人名(常 岡稔君)

説明員

肩書 き(総 務部長)

人名(平 原実雄君)

事務局職員出席者

肩書 き(事 務局長)

人名(丸 山直美君)

議事

開会時間(午 前10時21分 開会)

発言者

肩書き(議 長)

議員番号(110番)

議員名(小 池好子君)

発言内容

文(こ れ よ り、本 日をもって招集 され ま した ・・・)

不規則発言(異 議 な し、 と呼ぶ声 あ り)

閉会時間(午 後4時41分 閉会)

議員署名

添付資料
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4.2.2自 治 体議 事 録 のデ ー タベ ース仕 様 文書(DTD)設 計

前項で 自治体議事録の大まかな文 書構造 を載せたが、その分析 を更 に進 め、今回 自治体

議事録 のDTDを 製作 した。DTDを 作るにあたっては、以下の点 を注意 して設計を行 っ

た。

(1).文書インスタンスが蓄積 され た ときにその分類管理が しやすいDTDと す る。

この点にっいては、3.2.2で 述べたが、時系列の管理 と会議種別での管理が可

能になるよ うに した。

(2)検 索性 ・索引性 の高いDTDと する。

先 に検討 した弊社会議録検 索システムですでに実現 してい るところの質問者発言の

抽出や特定者の発言抽出な どの機能を実現できるのはもちろんのこと、議題 と発言の関

連な どが容易 に取れ るような設計 とした。

以下にそのDTDを 掲載す る。

〈仁 一

く!DOCTYPE

〈1ELEMENT

〈!ATTLlST

〈!ELEMENT

〈!ATTLlST

〈!ELEMENT

〈!ELEMENT

〈!ENTlTY

〈!ELEMENT

〈!ELEMENT

く!ELEMENT

〈!ATTLIST

〈ト ー

〈!ELEMENT

〈!ELEMENT

会議 録DTD(案)

kaigirok[

kaigirok

kaigirok

referto

referto

other

quote

%persons

role

no

na

na

－ 一(front?
,

kidID

-一(#PCDATA)

idreflDREF

-一(#PCDATA)

一 一(#PCDATA)

"(
role,no,na)+"

-0(#PCDATAlEMPTY)

-0(#PCDATAIEMPTY)

-0(#PCDATAlEMPTY)

partyID#IMPLIED

書 誌 情 報

front-O

titlesec-0

一一〉

body)+(refertolotherlquote)

#lMPLlED

>

≠tREQUlRED>

(titlesec,tOC,

(title&date)

conven?,sign?)

>

>

>

>

>

〉

〉

>

>

>

〉一一

〉

39



〈!ELEMENＴtitle

〈!ELEMENTdate

〈!ELEMENTopen

〈!ELEMENTcIose

〈!ELEMENTtoc

〈!ELEMENTconven

〈!ELEMENTtable

〈!ELEMENThi

〈!ELEMENＴyoubi

〈!ELEMENTnaiyou

〈!ELEMENTsign

0

0

0

0

0

0

0

0

(#PCDATA)

(open,close)

(#PCDATA)

(#PCDATA)

EMPＴY

(title,table)

(hi,youbi,naiyou)

(#PCDATA)

(#PCDATA)

(#PCDATA)

(title,%persons;)

>

〉

>

>

〉

〉

>

〉

〉

〉

〉

〈!一一 本 文

く!ELEMENTbody

〈!ELEMENTcouncil

〈!ATTLlSTcouncil

〈!ELEMENTtitlesup

〈!ELEMENTkyear

〈!ELEMENTkmonth

〈!ELEMENTknum

〈!ELEMENTksyub

〈!ELEMENTdata

0

0

d・1

0

0

∩U

O

O

(council+,que?,omd?)

(titlesup,title,data,conf)

1D#REOUIRED

(kyear&kmonth&knumb&ksyub)

(#PCDATA)

(#PCDATAlEMPTY)

(#PCDATAlEMPTY)

(#PCDATA)

((day,begt),

((count?,attend,absent,blank,resseki?,expl,

〈!ELEMENT

〈!ELEMENT

〈!ELEMENT

〈!ELEMENT

〈!AＴTl_IST

〈!ELEMENT

〈!ATTLIST

〈!ELEMENT

day

begt

count

attend

attend

absent

absent

blank

－ 〇

〇

-0

0

id

-O

id

O

(#PCDATA)

(#PCDATA)

(#PCDATA)

(title,%persons;)

lD#REQUIRED

(title,%perSOnS;)

lD#REQUIRED

(title,%perSOnS;)

一一〉

>

>

>

>

>

>

〉

〉

clerk)&(sched)))>

>

>

>

>

>

>

〉

〉
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〈!ATTLIST

〈!ELEMENT

〈!ATTLlST

〈!ELEMENT

〈!ATTLlST

〈!ELEMENT

<!ATTLlST

〈!ELEMENT

く!ATTLIST

〈!ELEMENT

〈!ELEMENT

〈!ELEMENT

〈!ELEMENT

〈!ELEMENT

〈!ATTLlST

〈!ELEMENT

〈!ELEMENT

〈!ELEMENT

〈!ELEMENT

〈!ATTLIST

〈!ELEMENT

〈!ELEMENT

〈!ATTLlST

〈!ELEMENT

〈!ATTLlST

〈!ELEMENT

〈!ELEMENT

〈!ELEMENT

〈!ATTLIST

〈!ELEMENT

〈1ATTLlST

knab

i

i

C

k

C

C

r

k

k

e

I

e

e

e

h

h

e

e

k

k

d

d

S

b

S

S

k

C

C

S

S

l

-

r

r

e

e

e

l

－

－

l

f

f

f

a

e

e

S

S

P

P

e

e

h

h

m

－

－

n

l

l

P

r

n

n

n

e

e

e

e

e

X

X

－

－

C

C

i

i

i

a

i

i

U

1

0

0

0

P

P

P

r

r

e

e

C

C

S

S

t

b

b

b

b

b

S

C

C

C

C

S

S

S

P

P

signature

que

figgrp

figgrp

fig

fig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d

d

d

d

d

i

ー

i

ー

i

ー

i

－

・1

一

ー

ー

ー

一

1D

(title,

lD

(title,

ID

(title,

lD

(title,

lD

#REOUIRED

%persons;)

#REQUIRED

%persons;)

#REQUlRED

%persons;)

#REOUlRED

no,time?,billsec+,sup?,

#REQUlRED

〉

〉

〉

>

clr?)

(#PCDATA)〉

(no?,billblk)+〉

(ban,bi|1)+〉

(#PCDATA)〉

(#PCDATA)>

billidID#REOUIRED>

-0(title
,P+)〉

-0(#PCDATA)〉

-0(time?
,confsec+)〉

-0(title
,(speaker,speech)+)

idID#REOUIRED>

-0%persons;〉

-0(P+)>

htyp(chairmanlquestionlanswer)chairman

billidID#IMPLIED

-0(#PGDATA)>

b川lidID#lMPLIED

O(title?,(%persons;)+)〉

-0(title
,fi99rp+)〉

(fig+,figcap?)>

idlD#REOUlRED>

-OEMPTY>

nameNAME#REOUlRED>
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〈!ELEMENT

〈!ELEMENT

〈!ELEMENT

]〉

figcap

omd

omdsec

O

nU

O

(#PCDATA)

(title,toc,omdsec+)

(title,figgrp+)

>

>

>

このDTDの 中で定義 されているタグを次に一覧す る。

表4-1.DTDタ グ 一 覧

No. タグ 意味

1 kaigirok 文書タイプ(二 自治体会議録)

2 referto 相互参照

3 other その他(拍 手など)

4 quote 固定情報

5 %persons 個人名

6 role 役職

7 no 各種番号

8 na 発言者名

9 front 書誌情報

10 titlesec 本の表紙

11 title 各種題名

12 date 開会 日と閉会 日の ブ ロック

13 open 開会 日

14 close 閉会 日

15 tOC 目次

16 conven 定例会 日割 り表

17 table 日割 り表内の表

18 hi 日割 り表 の 日付

19 youbi 日割 り表内の曜 日

20 naiyOU 日割 り表の会議内容

21 sign 署名議員

22 body 本文

23 council 会議録第?号
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24 titlesup 会議の基礎データ

25 kyear 招集年

26 kmonth 招集月

27 knum 招集回数

28 ksyub 会議種別

29 data その会議の情報(の ブ ロック)=出 欠議 員、議 案名 な ど

30 day 日付

31 begt 会議の開始時刻

32 count 出席者数

33 attend 出席議員

34 absent 欠席議員

35 blank 欠員

36 resseki 列席者

37 expl 説明のための出席者

38 clerk 議会事務局からの出席者

39 sched 議事 日程

40 time 議事 日程の中の開会時刻

41 bi日sec 議案のセクション番号と議案番号と議案名を含むブロック

42 billblk 議案番号 と議案名を含むブロック

43 ban 議案番号

44 bill 議案

45 sup 追加 日程

46 clr 議会事務局からの報告

47 conf 議事

48 speaker 発言著名

49 confsec 議事の中で目次に出さなければならない区切 り

50 speech 発言内容

51 P 文章(段 落)

52 signatue 署名

53 omdsec 朗読 を省略 された文書の部の節

54 omd 朗読 を省略 された文書の部

55 figgrp 図 のグルー プ

56 figcap 図 のキャ プシ ョン

57 figgrp 図=フ ァイル名
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さらに、先 に挙げた 自治体議事録(会 議録)の 構 造図にそのタグを当てはめると以下の

よ うになる。

<kaigiroku>会 議 録

<frOIlt>前 段

<titlesec>表 糸氏

<title>題(東 西 市会 議録)

<open>開 会 日(平 成7年2月15日 開会)

<close>閉 会 日(平 成7年3月6日 閉会)

<tOC>目 次

<body>本 文

<data>

<title>題(平 成7年 第1回 定 例会)

<day> ,<begt>開 会 日時(平 成7年2月15日 水 曜 日 午 前10時 開講)

<shed>議 事 日程

<billsec>日 程 一 覧

<title>副 題(議 事 日程)

<ban>日 程 次第(日 程 第n)

<bill>議 案(会 期決 定 の件)

<sup>会 議 付託案 件

<title>副 題(本 日の会 議 に付 した案 件)

<p>案 件 、 また は案件 名

</shed>

名 簿

<attend>出 席 議 員

<role>肩 書 き(議 長)

<no>議 員番 号(110番)

<na>議 員 名(小 池好 子 君)

<absent>欠 席 議 員

<role>肩 書 き

<no>議 員番 号(120番)

<na>議 員 名(保 田修 君)
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<blank>欠 員(5人)

<no>議 員番 号

<resseki>ijiJ店 者

<role>肩 書 き(市 長)

<na>人 名(常 岡稔君)

<expl>説 明 員

<role>肩 書 き(総 務 部 長)

<na>人 名(平 原 実雄君)

<clerk>事 務 局職 員 出席者

<role>肩 書 き(事 務 局 長)

<na>人 名(丸 山直美 君)

</data>

議 事

くtime>開 会 時 間(午 前10時21分 開会)

<speaker>発 言 者

<role>肩 書 き(議 長)

<no>議 員 番 号(110番)

<na>議 員名(小 池 好 子君)

<speech>発 言 内容

<p>文(こ れ よ り、本 日をもっ て招集 され ま した …)

<other>不 規則 発 言(異 議 な し、 と呼 ぶ声 あ り)

<time>閉 会 時 間(午 後4時41分 閉会)

<signature>議 員 署名

<omdsec> ,<que>,<figgrp>添 付 資 料

</body>

</kaigiroku>

時 系列 の文 書管 理 にっ い て は、

タグ<kyear>、<date>、<knum>、 に よって 、い つの会議 か、 何 回 目の会 議 かが分 か る よ

うに した。 また 、会 議種 別 に よ る管 理 につ いて は 、<kaigirok>タ グの 属性 に よ り、会議 の

種別 を指定 してお け る よ うに した。
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例 えば、

1:定例 会

2:臨 時 会

3:委 員 会

4:全 員 協議 会

5:そ の他 の会議

と定義 した とすれ ば 、文 書イ ンス タンメ の方 は 、

〈kaigirokukid=ttl"〉

などと記述できるように した。 なお、極力柔軟性 を持たせ るためにこの属性は省略可能 と

した。また、<ksyub>タ グに よって も会議種別 は拾 えるよ うになっている。

通常の場合 、政党や会派は会議録上には出現 しないが、場合 によって会派な どでのひ も

付 けもあ りうると思われる。そこで<na>タ グは会議録に記載 され る個人名 を示す タグであ

るが、この タグにも属性 を付けることによって会派 などを表現できるよ うに した。

例)

〈naparty="会 議 録研 究所"〉小池 好 子 君

発 言 につ いて は、属性 を

〈!ATTLISTspeechhtyp(chairmaniquestionlanswer)chairman

billidID#IMPLIED>

と宣言 した が 、chairmanlquestionlanswerは 、議 長発 言 、質 問、答弁 のいず れ か を意 味

し、省略 時 は議長発 言 に な る よ うに した。 また 、も う一つ の属 性名"billid"は 議題 を表 し、

属 性値 が<billblk>タ グの 属性 値 と一 致 させ る こ とに よ り議 題 との 関連 を表 現 で き る よ うに

した。

例)

〈billbillid="10"〉 議 案 第31号<Xbil1>
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〈speechhtyp="10"〉

<p>議 案 第31号 に つ い て 質 問 さ せ て い た だ き ま す 。 ま ず 、 …

議会の通常の議事進行 は、一つの議案につ いてい くつかの発言があ り、それが終 わると

次の議案 についての発言が行 われ る形である。 この議事進行の原則 に照 らせば、<speech>

(発言)タ グよりも大きいくくりで議題 と関連 させ るタグを入れるのが理想的である。

〈議 案 に つ い て の 討 議billid="100',〉

〈speechhtyp="questlon"〉<p>質 問 し ま す 。 …

〈speechhtyp="answer"〉<p>お 答 え し ま す 。 …

〈speechhtyp=,,question,'〉<p>さ ら に 質 問 し ま す 。 …

〈speechhtyp="answer"〉<p>お 答 え し ま す 。 …

〈speechhtyp="chairman"〉<p>そ れ で は 、 こ の 議 案 に っ い て は 終 わ り ま す 。

〈儲 案 に つ い て の 討 議 〉

しか し、実際には一発言 で複数 の議案にっいての質問が行われた り、いったん終結 した

はずの議案 について発言が突如遡及 した りす ることも往 々に して発生す る。 こうしたケー

スに対応す るた め各発 言 ごと、さらに各段 落ご とに議題 を表現す る属性 を付加せ ざるをえ

なかった。

例).

〈billbillid="10"〉 議 案 第31号<1bill>

〈speechhtyp="10"〉

<p>こ の 件 に つ い て 質 問 さ せ て い た だ き ま す 。 ま ず 、 …

〈pbillid=,110"〉 あ と 先 ほ ど ま で 議 論 に な っ て い た 件 に 関 し て で す が …

<!speech>
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4.2.3自 治 体議 事録SGMLデ ー タベ ー スの構築

この よ うなDTDに 基づ い てSGML文 書イ ンス タンスが 作成 され た後
、デ ー タベ ー・一一ス

を以下 の よ うに構 築す るこ とに した。 それ を説 明す るに際 して は さ しあた り理 解 しやす い

よ うに リ レー シ ョナル デー タベー ス のテ ーブル イ メー ジで表 現す る ことにす る
.さ らに実

際 の文書イ ンス タンス をデ ー タベ ー ス に入 力す るには、SGMLバ ー サ を使 用 す る.

まず、文書インスタンスか ら文書管理情報 として、会議 ごとの管理テーブルが作成でき

る。

会議D 〈晦 〉 〈』 〉 <kai∂r℃㎞kd⇒ ⌒ 〈knu㎡ 〉 〈ksyub>

1 1995/3/1 平成7年 度 1 3月 第1回 定例会
2 1995/6/12 平成7年 度 1 6月 第2回 定例会
3 1995/9/4 平成7年 度 1 9月 第3回 定例会
4 1996/10/29 平成8年 度 3 10月 決算特別委員会

.
"

図4-1.会 議 管理 テー ブル

各カラムはDTDで 定義 したタグと対応 させ てお り、基本的にはタグがっけ られてい る

デー タをそのまま取 り込み、必要に応 じてデー タ型 を変換 してい る(日 付や年号など)
。

各会議は文書に分かれ るため、 さらにその詳細である文書情報に分解できる
。 これは同時

に会議内の 日程情報でもある。 このテーブル にも対応するSGMLタ グがっけ られたデー

タが取 り込まれる。

先頭の会議IDは レコー ドのユニー クキーである。

〈kaigirokukid=〉 の列のデー タは会議 の種別 を表 しているが
、これは前節 で挙げた例の

ようなタグの属性値である。
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会議旧 文書ID 〈open> 〈title>

1 1 1995/3/1 03月01日 一〇〇号

1 2 1995/3/1 03月01日 一〇1号

1 3 1995/3/6 03月06日 一〇2号

1 4 1995/3/8 03月08日 一〇3号

1 5 1995/3/9 03月09日 一〇4号

1 6 1995/3/10 03月10日 一〇5号

1 7 1995/3/24 03月24日 一〇6号

2 8 1995/6/12 06月12日 一〇〇号

2 9 1995/6/12 06月12日 一〇1号

2 10 1995/6/15 06月15日 一〇2号

2 11 1995/6/16 06月16日 一〇3号

図4-2.会 議録 第n号 管理 テー プル

一方 、発言 の管理 は、一 日程(文 書)毎 に次 の よ うに テー ブル化 され る。 発 言 の種類 と

して 、<speech>タ グの属 性 を取 り込ん でい るほか 、名前 や役職 も文 書イ ンスタ ンス か らタ

グに よ り識 別 して取 り込む こ とがで き る。

個 人ID 〈na> 〈role> 〈speechhtypニ 〉

59 小池好子君 環境事業部長 3

60 常岡稔君 教育次長 3

61 石倉一美君 7番 2

62 平原実雄君 助役 3

63 荒田置美君 42番 2

64 浅野正明君
営業替着

税務部長
戦誉次長…

3

65 3

66 保田修君 18番 2

図4-3.発 言 管理 テー ブル

このようにSGMLタ グで囲まれ た部分のデータは部品 として切 り出すことができるた

め、データベースの内部にあっては、必ず しもデータはテキス トでなければな らないわけ

ではなく、最 も効率のよいデー タ形式や構造 でデータベースをインプ リメン トし、必要な

文書管理 を実現することができる。

もちろんこの ようにSGMLタ グに忠実な形でデータを部 品化 してデー タベースを構築

した場合、必要に応 じて入力時 とまったく同じSGML文 書インスタンスをデー タベース

か ら出力できるのは言 うまでもない。
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さらにこのよ うにSGMLデ ー タベ一一ースを構築すれば、3.2.2で 少 し触れた、全文

検索時にSGMLタ グを ヒッ トして しま う問題 とデー タベース として機能 させ るためには

SGMLタ グを検索 しなければならない、 とい う2っ の表裏す る問題 を同時に解消できる

ことも明 らかとなった。

ここで一つ問題点を報告 しておかねばな らない。それは前節 で議会議事録の汎用DTD

の定義を試みたのだが、実はその設計時にも現実の議会運営のあ り方や会議録への記載内

容 をまったく無視す るわけにはいかない面があったことである。 たとえば前節で述べた議

題 と発言の関係 が必ず しも原則的でない点な どが典型例だが、その外 にも招集回数(タ グ

<k皿m>)の 数 えかたが 自治体によ り異 なる点 などがある。 この招集回数 などはデータ と

して持っていなくとも、会議録デー タを時系列に管理できていれ ば本来必要 に応 じて計算

により自動的に求まるものであるが、 自治体によって数えかたが異なるためにそれができ

ずに現時点ではデータとして定義せ ざるを得 ない結果 となっている。 こ うした意味で理想

的な汎用標準のDTDで は恐 らく必要でないタグがまだまだ多分 に含 まれてい るわけであ

る。表4-2.に 将来不要にな りそ うなタグの主立った ものを列挙する。

表4-2.再 考 の余 地が残 る主 な 要素 の一 覧

15 tOC 目次 会議録記載形式の標準化により省略の可能性あり
16 conven 定例会日割り表 〃

21 Slgn 署名議員 〃

27 knum 招集回数 会議管理方式の標準化により省略の可能性あり
30 day 日付 他のデータとの重複を整理できる可能性あり
32 count 出席者数 自動生成できる余地あり
35 blank 炎貰 〃

タグの数は必要最少限に抑 えられ るべ きであることを考えれば、会議録記載形式 はもち

ろんのこと議会の運営や管理 とい った面か らもCALSの 標準化 を進 めれ ば、SGML化

は現在想像するよりもずっと低コス トで実現で きるであろ うし、データベース もまた効率

がよくな るに違いない。

4.2.4情 報検 索ブ ラ ウザ

上記のよ うに構築 され たSGMLデ ー タベースを実際に検索 して、表示 を行 うブラウザ

については、特別なアプ リケーシ ョンを開発す るのではな く、WWWブ ラウザを利用す る
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の が よい と結論 した。

そ の根拠 は 、

(1).CALS/SGMLは 、ネ ッ トワー ク環 境 が前提 にな った上 で の考 え方 であ る こ と、

(2).さ らに、そ の利 用 は小 規模 のLANは 想 定 され てお らず 、大 規模 なLANやwAN)

が想 定 され てい るこ とか ら、 コス トの 高い クラ ンア ン ト/サー バ型 の アプ リケ ー シ ョ

ンで は現 実味 が薄 い こ と、

(3).自治 体 に対 して行 ったア ン ケー トの結 果 にお いて も、LANの 構 築 が 終 わ って い る、

も しくは構築 予定 中の 自治 体 が 相 当 な割合 に達 して お り、環境 的 に問題 が な い の は

も ち ろん の こ と、む しろネ ッ トワー クで動 作 す るア プ リケー シ ョンが不 足 して い る

状 況 に あ るこ と、

(4).ネ ッ トワー ク環 境 は ともか く、イ ンター ネ ッ トに対す る関 心は非 常 に高 く、 ま た接

続 して い る 自治 体 が ほ とん どで あ り、WWWブ ラ ウザ に あ る程 度 の慣 れ が あ るも の

と思 われ るこ と、

な どで あ る。

検索結果や会議録デー タの表示については、SGMLをHTMLに 変換す る必要がある

が、これは タグの変換テーブルを用意すればその コンバー タの作成 については問題 がない。

む しろ、そ の変換テーブルを各 自治体の要望 に応 じて変化 させ ることがで きる、すなわち

表示出力 の形式はそれ ぞれの現場のニーズに合わせ ることが可能なので、その意味でも柔

軟性が高い。

Web

サ ー バ

SGMLtoHTMLSGML
← → コ ンバータ ← → デー タ

ベース

一 画面

サーバ側

クライア ン ト側

図4-4.SGMLデ ー タベ ー ス とWWWブ ラ ウザ
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4.2.5自 治 体議 事 録SGMLデ ー タベ ー ス の運 用

本来、文書のSGML化 は特定の種類 の文書のみ をSGML化 すれ ばそれ で良い とい う

ものではない。文書 のSGML化 は、CALS実 現の1ス テ ップと して位 置づけ られて こ

そ、その価値 を増す ものである。すなわち、他のい ろいろな文書 も同様 にSGML化 し、

それ らを相互に リンクさせ ることに よ り、効率 を向上 し、個々の文書の価値を より多 く引

き出さなけれ ばな らないのである。会議録には先に述べた とお り、議事 に付随、も しくは

関連す る多数 の文書が存在する。 したがってこれ らの文書 を押 し並べてSGML化 した う

えでSGMLデ ー タベースを運用すれ ば、大 き く現在 の行政事務 を効率化 し、文書情報 を

高付加価値化す ることができるであろ うと思われ る。

議会 だ よ り

SGML 行政広報

など

議事録SGML

,

,

その他の行政

情報SGML
■

SGML

デ ー タベ ー ス

議案書

SGML

陳情

請願

SGML

意 見書

SGML

〔

▼

会議録

一 hlt㎜et舳temet

▼

図4-4.SGML統 合 デー タベ ース の運 用 例

とりわけ現状 では、例 えばある自治体条例 を とった ときに、その条例が施行 され る背景

は何だったのか、その条例はいかなる議論を経て生まれた ものなのか、そもそ もその条例
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が制定 され るに至った契機 はいかなるものであったのか、な どを知 るにはたいへ んな情報

収集努力を しな くてはな らないであろ う。 しか し、背景や議論 にっいて知 るには会議 録が

あ り、最初 の契機 につ いては請願 ・陳情書があるはずで あ り、これ らの文書を参照すれ ば

よいのであるが、膨大 な会議録のどのペー ジを見ればよいのか、いっの どの請願書 を読め

ば よいのか、当の自治体職員です らしばしば途方に くれ るであろ うことが想像 に難 くない。。

しか し、 これ らの文書 が総合 してSGML化 されて管理 されていれば情報 の流れ は実にス

ムーズであ り、それぞれの文書の存在価値が大きく高ま るであろ うことは疑 う余地がない。

また議会 日程 な どに管理 しよ うとす るとき、これ までは議会事務局にお いて ワープ ロ等

において予定表 を作成 していると考え られ る。ただ この よ うなSGML文 書体系以外で作

成 された文書は他 との リンクを図るこ とができず、再活用に至 らない無駄 なデー タ となっ

て しま う。 しか しSGMLデ ータベースにおいて 日程管理 に関わ る項 目をDTD上 で定義

付けておけば、SGMLフ ァイルにおいて他 の文書イ ンス タンス とともに文書管理情報 も

押 さえてお くことは可能 となる。 これ によって効率的な文書管理 も実現できるこ とであろ

う。

しか し、1つ の 自治体 でSGMLデ ー タベースを構築 し運用す るだけでな く、複数 のあ

るいは全 国の 自治体がそれぞれにSGMLデ ー タベースを構築 ・運用することになれ ば、

さらに大 きなメ リッ トを生むであろ うと思われ る。先の条例文か ら会議録や請願 書をひも

解 く例を再び引けば、ある条例案を検討する際に、すでに先行 して施行 している自治体 で

は施行 に至 る過程が どのよ うなものであったか、施行 した後の状況が どの ようであるか、

などがほとん ど時間 をかけずに調べ ることができるよ うになるであろ う。

しか しそのためには 、各 自治体で等 しい文書DTDを 使 うことが重要である。各 自治体

でそれぞれ別個の文書DTDを 定義 していたのでは、文書交換が効率的に行えず、せ っか

くのSGML化 が意味 のないものになって しま う。前節では各 自治体間での会議録 の出力

形式 の差異をと りあえず無視 してDTDの 設計を行ったが、 このよ うな汎用的で標準的な

DTDを 各 自治体間で共有 し、それに基づいて各文書 をSGML化 すべ きであろ う。そ し

てその出力 に関 しては規定を持たせず 、各 自治体で思い思いの ローカルなスタイルで行 う

のもよし、標準 を踏襲す るもよし、とい うかたちにす るのが理想 の形態ではないだろ うか。

しか し今 回の地方 自治体向けアンケー トからもわかるよ うに、SGMLと い う文書デー タ

ベース手法 をあま り聞いたことがないとい う現実か ら考慮す る と、SGMLデ ー タ化を主

眼において自治体に対 して文書管理 を提案 してい くことよ りも、本事業を契機 に してまず

は議 会議事録分野につ いて、その文書デー タお よびその文書デー タの管理デー タまで収 め

ることができる とい うSGMLデ ーーーータの利 点 とそのデー タを取 り扱 う弊社 の会議録検索シ
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ステムrVOICES」 を通 じて、まずは体験いただき、その結果SGMLの 利 点を具体

的に理解いただいた上で、他 の 自治体文書デー タ分野に関するSGML化 を具現化 いただ

く展開を見せていかなければ、本 当に意味のある 自治体へのSGML普 及は見 られない こ

とであろ う。

自治体における目的はSGML化 す ることではな く、行政事務お よび文書の取扱 い とい

う煩雑な業務の効率化 によ り、行政改革を文書分野においても進めていくことである。現

状SGML文 書データを取 り扱 う環境が整 っていない状況では、煩雑 さが増すばか りであ

る。そこで 自治体 におけるSGMLの 採用は間違いのない方向性であることから、今回の

事業 をきっかけに各種 自治体文書分野 におけるSGMLを 活かす ことができ文書管理AP

等 のSGMLツ ールが出現 して くることを期待す る。
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5SGMLデ ータベースの各種情報メデ ィア出力 と文書情報運用の可能性

5.1印 刷 メデ ィ ア

5.1.1自 治体 議 事録 の 自動組 版化

SGMLと は文書構 造は規定 されているものの、そこには組版 レイアウ ト情報は規定 さ

れ ていない。 そこで印刷用組版 アプ リケー シ ョンを利用 して版 下組版 を行 う必要があるの

だが、文書構造 によって規定 され る文書要素(見 出し ・段落な ど)と その文書要素に対応

す るレイア ウ ト情報(フ ォン トの種類[ゴ シ ック ・明朝等]や フォン トの大きさ)を リン

クさせれば、 レイア ウ ト要素である組版 コマ ン ドを手作業で配 さな くとも自動的に組版 を

行 うことは可能である。

つま りSGML文 書 を受 け付 けるフォーマ ッタに レイア ウ ト情報を付与すれば、そこに

与 えられたSGMLフ ァイルが 自動的に組版 ・印刷 され ることとなるわけである。

また具体的なSGMLデ ー タの印刷への展開に関 しては、現状次の2種 の系統が考え ら

れ る。

(A)SGML→TeX→PS(ポ ス トスク リプ ト/ペ ー ジ記述言語)

・SGML創 世期にお いては、このTeXに よる組版 出力が主流であると考え られ ていた

が 、TeXに は組版 出力 に至るまでに情報処理技術 が必要 となる。そのためプログラム的

工夫 と編集 作業 による人手な どを考慮すると、TeXの 運用に慣れたオペ レー ター が存在

しない場合 には実用化 に時間がかかって しま うことと考 え られる。

(B)SGML→ 各種DTPソ フ ト→PS(ポ ス トスク リプ ト/ペ ー ジ記述言語)

・米国製 品等多数SGML文 書を取 り扱 うことができるDTPソ フ トが国内で も入 手で き

るが、縦組 な ど日本語独特の組版 に対応 しきれていない ソフ トが多いのが現状である。そ

んな中、日本語SGML対 応 と日本語組版技術の優 秀性 を併せ持 ったDTPソ フ トが 「ペー

ジコンブ(大 日本ス ク リーン製造)」 である。SGMLタ グをペー ジコンブのネイテ ィブ

タグに変換す ることによ り容易にSGMLデ ータの流 し込み が可能である。
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5.2イ ンター ネ ッ ト/WWW

5.2.1SGML→HTML変 換

前述の とお り、HTMLと はSGMLか ら派生 したものであ り、ハイパーテ キス ト用 の

汎用 タグを付 した ものである。そ こでDTDに よって定義 された文書要素毎に どのHTM

Lの 汎用 タグに置換す るのかを定義すれば、容 易にバ ッチ処理によってSGMLtoHTM

L変 換を行 うことが可能である。

これまでの文書デー タとは、ワー プ ロソフ トによって、その レイ アウ トを確認 しなが ら

デー タ構築がな され るとい う文書作成方法であったが、SGMLデ ー タは容易にHTML

変換できることか ら、文書作成時には文書構造のみ明確 にす ることに専念 し、文書 レイ ア

ウ トについてはHTML変 換後に検討する とい う考え方で文書作成するべ きである。

5.2.2イ ン ター ネ ッ トに よる 自治体 議 事録 情報 の発 信

全国的にあま り事例は多 くはないが、議会 のホームペー ジを開設 している自治体 もある。

(埼玉県 ・北海道標茶町等)し か しそれ らは、議会 の仕組みや議員紹介 な どのPRぺ ・一一・一ジ

がほとんどであ り、議会議事録につ いて本格的に公表 しているケースはまだ少ない。

そこで議会議 事録 コンテンツのSGML化 は、前述の とお り容易 にHTML変 換によっ

てイ ンターネ ッ トによる情報発信が可能になることか ら、議事録デー タの情報発信 も容易

に可能 となる。 しか しそれのみでは意味がない。 関連行政文書 との リンクにより、 よりダ

イナ ミックな情報検索が可能 となる仕組みづ く りが必要 である。 また写真等の画像デー タ

も表現方法 として取 り込むことが可能であることか ら、議会で議論 され ている案件に関連

した画像情報 も含 めて発信すれば、印刷物 による文字のみ の議会議事録以上に理解 しやす

く具体的な情報検索が住民において可能 とな るはずで ある。
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5.3CD-ROM

5.3.1自 治 体議 事録 のCD-ROMに よる展 開

議会議事録に求 め られ る機能 として、その検索性 とい う面 もあげ られ る。 そのために弊

社にお いても議事録検索システムを各 自治体議会事務局へ提案 しているが、それが 自治体

他部 門お よび住 民サイ ドで実現す ることができるのが、CD-ROMと い う大容量の情報

メディアである。

MAX500MBと い う大容量を持った このCD-ROMと い う媒体は、重 さ50gの

中に紙 で換算す る と数 万ページのデー タを収録す ることができる。他 の利 点 として も、制

作費の削減、メンテナ ンスの即時性、可搬性、デジタルデー タの格納(文 字 ・画像 ・音声 ・

動画な ど)、 コピー単価が安価な どがあげ られ、大量デー タの一括管理には適 した もの で

ある。

自治体議事録 も年間4回 の定例議会が開催 された と考 えた場合、それを印刷物 によって

保管 ・活用 しよ うとす ると、そのページ数 と容量 ・重量 は相当なもの とな り、容易に持 ち

運びできるものではない。 この点だけでも有効ではあるが、その他 にも検 索機能が印刷物

のように固定化(目 次 ・索引など)さ れず 自由度が高い、画像 と文字デー タの リンクが可

能なことか ら多面的な情報検索が可能、音声 ・動画 との リンクにより一層 臨場感 のある表

現が可能な どの有効性が考 えられ る。

各種オーサ リングツールを活用 して、検索画面 と検索方法を設計すれば、確実に印刷 物

以上の表現はで きるはずであることか ら、た しかに印刷物のよ うにパ ソコンがなければい

っでもどこでも見 ることができるとい う点には劣 るが、保 存 とい う機能の他 にCD-RO

Mで は検索性 とそのメディア表現の豊か さに よって、ニーズは高いもの と考 えられ る。
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5.4情 報 運用

5.4.1文 書管理 機 能 の活用

前項では各種情報 メデ ィアへのSGML出 力の可能性に関 して検証を行 ったが、SGM

L文 書ファイルの意義は、文書の中身 であるコンテ ンツとその文書 の管理情報が ともに存

在するとい う点にあることか ら、その文書管理情報 の活用 も運用段階では考 えていきたい。

(この点がHTMLや 印刷用組版 コマン ドとの大 きな相違点である。)

例えば今回の議会議 事録DTDを 見ても、開催スケジュールや出席議員 な どの文書管理

情報が含 まれてい る。 これ までのデータベース思想 では、文書デー タと管理データは各々

別のファイル として有 し、その リンクによって文書管理が行われてきた。 しか し往々に し

て文書デー タは更新 したにも関わ らず 管理データは未更新 とい うケースが発生 し、双方の

データ間で矛盾が生 じて しま うケースがある。

これは複数の ファイルが存在す ることによる弊害であ り、SGMLフ ァイルであればそ

の文書構造(DTD)に おいて管理デー タ項 目を明確化 してお けば、1つ のファイルで文

書デー タ ・管理デー タの両面の把握ができるのである。

また具体的な運用 においては、その都度SGMLデ ー タすべてをアプ リケー シ ョンで引

き出して くる必要はな く、文書デー タ ・管理デー タ各々を取 り扱 うアプ リケー シ ョンにお

いて、その必要 とす るデータのタグを認識 させ、そのデー タのみを取 り扱 うよ うに考 えれ

ば、運用オペ レーシ ョン上はこれ までのス タイル となん ら変化 はな く問題 も生 じない。

日本にお けるSGMLの 論議はメデ ィア出力の部分に集 中し、まだHTMLの 域を超 え

ていない。そこでこの文書管理の面 を検証 してい くことがCALSの 実現 につなが り、 し

か も日本におけるSGMLの 普及 に寄与す るのではないか と考える。

5.4.2他 自治体議会議事録 との横断的デー タ検索 ・活用

もう1つ のSGML化 の意義は、文書構造 の標準化、定型化にある。 これ までの議会議

事録は自治体 ごとの印刷出力形態(組 版ス タイル)の 違いか ら、必然的に文書形式が各々

異なっていた。 しか しDTD設 計段階 において多 くの 自治体 の議会議事録 を分析 した とこ

ろ、文書構造 自身 は標準化す ることが可能であるとの結論に至 り、その結果が今回の議会

議事録DTDと なった。そ こでSGML化 を図ることによって文書構造が統一されること
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か ら、他の 自治体議事録 も含 めた横断的な情報検索 も容易になることと考え られ る。

例 えば、議案テーマの タグが付 された文書デー タの中に 「老人福祉」 とい う単語が出て

くる議案 の議事 内容 デー タを抽 出 したい とい う場合、SGMLデ ー タで あれ ば容易 に検

索 ・抽出ができ、 しか もどの 自治体に関して も統一 したフォーマ ッ トでのデー タ出力が可

能 である。 しか し組版ス タイル をベース とした これまでの文書デー タでは、全文検索エン

ジンの活用によって、キー ワー ド抽 出はできるが、その議事内容 にっいて統一 したフォー

マ ッ トで出力するには至 らないのである。

情報公 開 と自治体間連携が進ん でい く行 政改革の時代 に、このよ うな情報検索方法の

ニーズは益々高 まるはずである。そのためにも行政文書、そ して議会議事録に関 して、S

GMLに よる統一的データベース構造 によって文書デー タを取 り扱 うこ との意義がある。
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6今 後の展望

6.1今 後 目指す技術 開発

6.1.1SGMLデ ー タベ ー ス に よる 自治 体議 事 録運 用 シス テ ム化 の展望

SGMLに よる 自治体議事録管理の今後 を検討 してい くと、議会 その もののあ り方 につ

いての再検討が必要であると考えられ る。議会 とは住民に対 してよ り豊かな生活ができる

自治体運営を検討する機関ではあるのだが、現状 において どうして も議会 と住民の間 には

大きな壁があ り、住民が議会運営や行政活動の中身について理解 しにくい状況 にあるよ う

に考え られ る。

これ はこれ ら議会活動や行政活動 が議会報や広報な どの印刷物 を通 じて一方的に住民に

報告 され るのみ とい う片方向型 コミュニケー ションメディア しか存在 していなかった こと

に要因があると考えられ る。

しか しインターネ ッ トの発展に より、住民1個 人で もこの通信媒体 を通 じて容 易に自ら

の意見を示す とい う情報発信 が可能 な状況に変遷 してきたのである。そこで最終的に 目指

す 自治体および議会のあ り方 とは、住民 ・議会議員そ して行政機 関の職員が1人1台 のパ

ソコンを有 し、インターネ ッ ト等の情報通信技術 によって、議論すべき行政課題について、

互いの意見を出 し合 うバーチ ャル議会が 目標 となるのではないだろ うか。

またこのよ うな体制 を整備す ることによって、議 会組織 その ものは住民の代表者が議 論

す る場 として残すべ きではあるが、次のよ うなことも可能 にな る。

・議論すべき行政課題 にっいて住民が意見を発信す る
。 それ らの意見を集約 し、住民の代

弁者である議会議員 がそれ らの意見をベースとして議会 において議論 を行 う。

・陳情に出向くこと必 要がな く、イ ンターネ ッ トを通 じて電子的な陳情が容易に行われ る。

・議員は必要に応 じて、 自ら行政文書情報データベースか ら求める情報を検索 して、現在

の 自治体運営の状況の確認 と議会決定 された案件がその後行政内部で どのように対応 さ

れているのかを検索 して確認 を行 う。

・同様に住民 も議会で の議論 と行政活動が誤 りのない方向で進行 してい るのかを確認す る

ことができる。

・議会議員 を選挙によって選 出す る際 にも、その議員が議会 によって どんな活動 を行 って

きたのか容 易に検索す ることができる。
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各地で盛 んに活動 している市民オンブズマ ンも行政活動のあ ら捜 しが 目的ではなく、こ

の ような開かれた行政 ・議会 を求める現れであると考えられ る。SGMLに よる文書管理

体制の整備 とイ ンターネ ッ トを通 じた双方向コミュニケーシ ョン技術 はこの ような見えな

い壁 を取 り外す ことがで き、住民 ・行政機 関 ・議会各々の効率化 につなが り、一層 注力す

べ きク リエイテ ィブな部分へ の業務 の移行がこれ らの展開によって実現す ることができ、

これ らの活動が 「暮 らしやす い自治体」づ くりに寄与することを期待す るものである。
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